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平成２１年第４回

柳泉園組合議会定例会会議録
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管 理 者 野 崎 重 弥
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清瀬市市民生活部長 金 子 宗 助

西東京市生活環境部長 名古屋 幸 男

３ 事務局・書記の出席

総務課長 涌 井 敬 太

施設管理課長 中 村 清

技術課長 大 場 俊 美

技術課主幹 中 野 博 利

資源推進課長 永 井 清

施設管理課長補佐 新 井 謙 二

資源推進課長補佐 千 葉 善 一

資源推進課長補佐 鳥 居 茂 昭

書記次長 佐 藤 元 昭

書記 浜 野 和 也

書記 浜 田 伸 陽

午前１０時００分 開会

○議長（森田正英） 定足数に達しておりますので、ただいまより平成２１年第４回柳泉

園組合議会定例会を開会いたします。

地方自治法第１２１条の規定により、管理者をはじめ関係者の出席を求めております。

○議長（森田正英） 「日程第１、会期の決定」を議題といたします。

このことについて、１１月１６日と本日、代表者会議が開催されておりますので、東久

留米市の代表委員であります沢田孝康議員に報告を求めます。

○２番（沢田孝康） それでは、代表者会議の御報告をさせていただきます。

去る１１月１６日（月曜日）及び本日、代表者会議が開催され、平成２１年第４回柳泉

園組合議会定例会について協議しておりますので、御報告申し上げます。

平成２１年第４回柳泉園組合議会定例会の会期につきましては、１２月１日、本日１日

限りといたします。

また、本日の日程といたしましては、お手元に既に御配付のとおりでございます。
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まず、「日程第３、諸般の報告」は、書面配付をもって報告といたします。

次に、「日程第４、行政報告」を行います。行政報告につきましては、報告終了後に質

疑をお受けいたします。

次に、議案審議に入りますが、本日追加日程として議案第１７号、柳泉園組合特別職の

報酬の特例に関する条例及び議案第１８号、柳泉園組合助役の給料の特例に関する条例が

提出され、議案第１４号及び議案第１５号と関連がありますので、行政報告終了後に追加

議案を先に一括で審議し、その後、「日程第５、議案第１４号、平成２１年度柳泉園組合

経費の負担金について（再算定）」及び「日程第６、議案第１５号、平成２１年度柳泉園

組合一般会計補正予算」についてを一括議題として審議をいたします。

次に、「日程第７、議案第１６号、平成２０年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認

定」を議題として審議をいたします。

以上で本日予定されました日程がすべて終了となり、第４回定例会を閉会いたします。

以上が代表者会議の決定事項でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（森田正英） 報告は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。今定例会の会期は、代表委員の報告のとおり本日１日とし、日程表

のとおりといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とし、日程表のと

おりとすることに決しました。

○議長（森田正英） 「日程第２、会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、会議規則第９２条の規定により、議長において次の２名を指名いた

します。

第１番、小山慣一議員、第２番、沢田孝康議員、以上、お二人の方にお願いいたします。

○議長（森田正英） 「日程第３、諸般の報告」を行います。

諸般の報告に関しましては、お手元に御配付いたしております書類に記載のとおりでご
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ざいます。よろしくお願いいたします。

ここで、管理者より発言を求められておりますので、これを許可いたします。

○管理者（野崎重弥） 平成２１年柳泉園組合議会第４回定例会の開催に当たり、議長の

お許しをいただきまして一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。

東久留米市におきましては第４回定例会開会中、清瀬市、そして西東京市におかれまし

ては第４回定例会の開催を控えまして、それぞれお忙しい中、議員の皆様方におかれまし

ては本日の定例会に御出席をいただき大変ありがとうございます。

去る第３回定例会に私、管理者として出席をしなければならないにもかかわりませず、

体調不良によりまして欠席に至りました。まず、このことをおわびを申し上げさせていた

だきたいと存じます。定例会を欠席いたしまして大変申しわけございませんでした。

本日、第４回定例会の開催をさせていただくわけでございますが、本日追加させていた

だきます議案第１７号及び第１８号につきましては、平成２１年度柳泉園組合経費の負担

金の計算に誤りがあり、関係市の負担金額に変更が生じましたことに関し、関係市の皆様

方に大変御迷惑をおかけいたしましたことを、この場をおかりしまして改めておわびを申

し上げさせていただきたいと存じます。今後、このようなことを二度と起こさないよう、

事務処理方法の見直しやチェック体制の強化など、組織が一丸となって再発防止に取り組

んでまいる所存でございます。御容赦いただきますようお願いを申し上げる次第でござい

ます。

本日の定例会におきまして、行政報告の中で８月から１０月までの主な事務事業につき

まして御報告させていただきます。

また、本日御提案申し上げます議案は、本日追加させていただきます議案２件と合わせ

まして合計５件でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、簡単

ではございますが、第４回定例会の開会に当たりましてごあいさつにかえさせていただき

ます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。本日は大変ありがとうございます。

○議長（森田正英） ありがとうございました。

○議長（森田正英） 「日程第４、行政報告」を行います。

○助役（森田浩） それでは、行政報告をさせていただきます。

今回の行政報告につきましては、平成２１年８月から平成２１年１０月までの３カ月間

の柳泉園組合における事業運営等についての御報告でございます。
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初めに、１ページの総務関係でございます。１の庶務についてでございますが、８月

１４日に関係市で構成する柳泉園組合事務連絡協議会を開催し、平成２１年第３回柳泉園

組合議会定例会の議事日程（案）等について協議をいたしております。

次の２の見学者の状況でございますが、今期は１８件、８２９人の見学者がございまし

た。このうち小学校の社会科見学が７件、６１０人でございます。

続きまして、２ページの３のホームページでございますが、表２に記載のとおり、今期

は６，２４０件のアクセスがございました。

次に、４のごみ処理手数料の徴収状況でございます。表３に記載のとおりでございます

ので、御参照いただきたいと思います。

なお、このごみ処理手数料につきましては、ことしの１０月からごみ処理手数料の改定

を行っております。

次に、５の監査についてでございますが、両監査委員において、平成２０年度の一般会

計決算についての審議が１０月２０日から２９日にかけて延べ３日間行われました。本日

議案として御提案させていただいております。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

次に、６の契約の状況でございますが、今期は７件の工事請負契約を行っております。

詳細につきましては、行政報告資料に記載してございますので、御参照いただきたいと思

います。

続きまして、３ページでございます。ごみ処理施設関係でございます。初めに、１のご

み及び資源物の搬入状況でございます。今期の構成市のごみの総搬入量は、３ページの表

４－１に記載のとおり１万８，４２１トンで、これは昨年同期と比較いたしまして１，１２１

トン、５．７％減少しております。内訳といたしましては、可燃ごみは１万６，５８０トンで、

昨年同期と比較いたしまして１，１０３トン、６．２％の減少、不燃ごみ等は１，８４１トンで

１８トン、０．９％の減少となっております。

なお、構成市別、月別の各ごみ搬入量の内訳といたしましては、４ページの表４－２か

ら５ページの表４－４に記載のとおりでございます。

なお、現在小金井市との広域支援協定に基づくごみ処理の受け入れにつきましては実施

しておりません。

次に、５ページの表４－５でございます。１人１日当たりのごみの原単位を表示してご

ざいます。御参照いただきたいと思います。

続きまして、６ページを御参照いただきたいと思います。表５－１及び表５－２は、有
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害ごみの搬入状況を表にまとめたものでございます。御参照いただきたいと思います。

次に、表５－３につきましては、動物死体の搬入状況を表にまとめたものでございます。

続きまして、７ページを御参照いただきたいと思います。表６は、缶等の資源物の搬入

量をまとめたものでございます。今期の総搬入量は２，０７９トンで、昨年同期と比較し

４７トン、２．２％の減少しております。

次に、２の施設の稼動状況でございます。まず、柳泉園クリーンポートの状況でござい

ますが、今期の主な整備状況につきましては１０月に１号炉、共通設備及び汚水処理設備

等の定期点検整備補修を実施しております。また、５月から実施しておりましたごみ・灰

クレーン定期点検整備補修が１０月に完了してございます。

８月７日には、排ガス中のダイオキシン類測定を、周辺自治会の方の立ち会いをお願い

し、実施いたしております。

続きまして、８ページ表７、柳泉園クリーンポート処理状況でございますが、構成３市

において容器包装プラスチック類の分別収集及び資源化が開始されたことによりまして、

クリーンポートで焼却している可燃物等の焼却量は１万８，０６８トンで、昨年同期と比較

いたしまして１，２２０トン、６．３％の減少となっております。

次に、ばい煙、ダイオキシン類及び下水道放流水の各種測定結果等につきましては、８

ページの表８から９ページの表１０に記載してございます。それぞれ排出・排除基準に適

合いたしております。

続きまして、１０ページの（２）の不燃、粗大ごみ処理施設の稼動状況でございます。

記載のとおり、８月から１０月にかけまして施設は順調に稼動しております。また、１０

月にはコンベヤー関係補修を実施いたしました。

次に、表１１の粗大ごみ処理施設処理状況でございます。不燃・粗大ごみの処理量は

１，８４１トンで、昨年同期と比較し１８トン、０．９％の減となっております。

続きまして、（３）リサイクルセンターにつきましては、各月とも施設は順調に稼動し

ております。１０月に空調設備保守点検を実施しております。

次に、１１ページの表１２、リサイクルセンター資源化状況につきましては記載のとお

りでございます。

続きまして、１２ページ３の最終処分場についてでございます。引き続き東京たま広域

資源循環組合、エコセメント化施設に全量を搬出しており、今期は２，０９４トンで、これ

は昨年同期と比較し１３０トン、６．６％の増となっております。搬出状況は、表１３に記
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載のとおりでございます。

次に、４の不燃物再利用状況についてでございます。不燃・粗大ごみ処理施設及びリサ

イクルセンターで発生いたしました不燃物、くずガラス等につきましては埋め立て処分を

せずに、ＲＰＦや路盤材などとして再利用を行っております。再利用の状況につきまして

は、表１４に記載のとおりでございます。

続きまして、１３ページを御参照いただきたいと思います。し尿処理施設関係でござい

ますが、今期のし尿の総搬入量は４２４キロリットルと、昨年同期に比べまして２２キロ

リットル、４．９％の減少でございます。表１５－１から１４ページの表１５－４に搬入状

況の詳細を記載してございます。

２の施設の状況でございますが、今期は各月とも施設は順調に稼動しております。

次に、表１６でございます。し尿処理施設における下水道放流水測定結果でございます

が、それぞれ排除基準に適合いたしております。

続きまして、１６ページの施設管理関係の１の厚生施設についてでございます。各施設

の利用状況でございますが、昨年同期と比較いたしますと、野球場は２．５％の増、テニス

コートが３２．９％の増と利用者は増加してございます。室内プールにつきましては１１．５

％減、浴場施設につきましても２．２％の減となっております。詳細につきましては、表

１７－１及び表１７－２に記載のとおりでございます。

また、各施設の使用料の収入状況につきましては、１７ページの表１８に記載のとおり

でございます。

次に、（３）施設の管理状況でございます。室内プール及び浴場施設の水質測定結果に

つきましては、表１９及び１８ページの表２０に記載しております。それぞれの測定結果

の数値につきましては、基準に適合いたしております。

以上、簡単でございますが、行政報告とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（森田正英） 以上で行政報告は終わりました。

これより行政報告に対する質疑をお受けいたします。質疑ございますか。

○３番（上田芳裕） １点だけ少しお尋ねしたいんですけれども、いわゆる処理状況、搬

入状況、可燃ごみ、不燃ごみ、それぞれお尋ねしたいんですが、基本的には昨年に比べま

すと落ちていると。ですけども、減少していると。したがって、クリーンポートの処理状

況も減少していると。こういうお話を承りました。
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そこで、二ツ塚の処分場に対する搬出ですけれども、これは昨年を上回っていると。こ

ういうことですが、ごみの搬入が落ちていて焼却残渣がふえていると。こういう御説明で

すが、これは具体的にどう考えたらいいのか、少し御説明いただければありがたいと思っ

ています。この１点だけです。

○技術課長（大場俊美） 昨年度の比較で、二ツ塚に持ち出し量がふえているということ

なんですが、昨年なんですが、１炉運転とか、要するに現状は２炉運転を主に運転をして

いましたが、去年につきましては部分的に１炉運転とか、故障等によって１炉運転の部分

がふえて、何日か２炉運転しない部分がありましたということなんですが。

○３番（上田芳裕） 要するに普通に考えれば、ごみが減っていますから焼却残渣の搬出

も普通は減るんです。と考えるのが正しいと思うんですけども、今言ったように１炉の運

転のときもあったし、２炉の運転もあるので、その運転状況が違うので、ごみの扱う量が

減っていても、焼却残渣そのものはイコールではなかったときがあったと。こう理解して

いいのかしら。要するに、一般常識からいけばごみが入ってきますよね。これが減ってい

る。したがって、焼却残渣もそれなりに減るはずですから、二ツ塚の処分場に搬出するの

も減ると。これが普通の一般的な考え方ですけれども、集めるごみが減少しているにもか

かわらず、エコセメントの焼却残渣のための搬出がふえているというのはどうなのかなと

聞いたので、今の炉の運転の状況が違ったから、必ずしもイコールではなかったと。本来

ならばごみが減っているわけですから、焼却残渣も減るはずだと。こういうことで、考え

方としてはそういうとらえ方でよろしいのかどうか、その辺を少し確認したいんです。

○技術課長（大場俊美） 議員のおっしゃるとおりで、炉の運転の関係でなりましたとい

うことです。

○２番（沢田孝康） 今の説明はわかったようでわからないんですけれども、要は最終処

分場に搬出する実績のこの数字は、８、９、１０月の搬出量と、最終処分場の炉の稼動状

況によって、例えば稼動が１号炉しか稼動できないから、柳泉園さん、少し出すのを待っ

ていてねという意味でおっしゃっているのか。そういう意味ではないんですか。そのあた

りをもう少し詳しく説明してもらいたいなと思いますけど。

○総務課長（涌井敬太） 大変申しわけございません。簡単に申しますと、ここに書かれ

ているごみ処理量というのは、ごみが搬入されたときの重さそのものなんですね。搬入さ

れた後は、柳泉園組合の処理としましてはごみピットに一度ためます。ためた後、その後

の焼却をしていくわけですね。ですから、焼却する量というのはクレーンでつかんだ重さ、
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これは大体ではわかるんですが、正確ではないものですから、搬入された量が処理された

ということで処理量と記載させていただいております。実際の運転は、搬入されているの

がその日のうちにすべて処理できるわけではありませんので、ごみピットのほうにたまっ

ていったり減っていったりという増減があります。それで、今期につきましてはたまたま

ごみの搬入量は少なかったんですが、焼却している量が多かったと御理解いただきたいん

です。それで、灰の搬出量がふえていったと。そういうことなんでございます。ひとつよ

ろしくお願いいたします。

○９番（西上ただし） 工事請負契約状況の内容について、質問をさせていただきます。

報告資料の２ページでございますが、クリーンポート汚水処理設備定期点検整備補修に

ついて指名競争入札であるわけですけども、この入札の経過の中で、「本件は、予定価格

を事前公表し、郵便による入札を実施した」と書いてございまして、この中で２社が辞退、

１社が不参加ということです。辞退ということは、いわゆる参加しないという表明をされ

たと思うんですが、不参加という場合は回答がなかったのか、それともどういう形で不参

加という状況であったのか、その辺を教えてください。

○総務課長（涌井敬太） この不参加の業者は、通常辞退届というのが事前に郵送されて

くるんですが、その辞退届もなく、当日になっても入札の札が郵送されてこなかった。郵

便局どめの入札をしておりますので、郵便局に時間までに来なければ、それは通常は辞退

と考えるんですが、辞退届がなかったものですから不参加とさせていただきました。

○９番（西上ただし） それで、不参加ということでありますけども、いわゆる指名競争

入札ということで、こちらで業者を指名している中でそういった回答が来ないというのは、

やはりこういった契約の上では非常に甚だしいというか、そういう状況かと思うのですけ

ども、その辺について、それが何回かあったら罰則の対応をとるだとか、そういったこと

があるのかないのか。またあるのであれば、基準を示していただければと思います。

○総務課長（涌井敬太） 辞退、不参加に関しましては、大変申しわけございません。私

どもの組合ではそういった基準がございませんが、議員おっしゃるとおり連絡がないで不

参加ですので、この業者につきましては以降、こういったものには指名をしないという方

向で考えております。

○８番（原まさ子） ごみ処理施設関係のところの３ページですけれども、不燃ごみ、粗

大ごみの搬入量が減少していて、だけれども軟質系プラスチック類の量については、昨年

の同期に対して８０トンふえているということなんですけども、これがふえている要因と
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か、どこから来たものが軟質系としてここに挙がっているのか教えていただきたいと思い

ます。

○資源推進課長（永井清） 議員御指摘のとおり、不燃ごみが減少しているのに、軟質系

プラスチック類が増加しているということなんですが、確かに昨年同期と比較しまして、

不燃ごみの搬入量が２トン減少しております。それから、軟質系プラスチック類の焼却量

が増加している原因としては、これは推測の範囲ではございますが、関係３市とも容器包

装リサイクル法対象、その他プラスチック類の分別収集を実施して、適切に分別されてい

ると考えられますが、対象となっているその他プラスチック類の中で、汚れているものに

ついては不燃ごみとして出されているという要因と、あとは対象外の軟質系プラスチック

類の量が増加していると推測されます。

○８番（原まさ子） ありがとうございました。多分始まってからも、汚れているものは

あまり入れてくれるなという指導がされているので、ここに来てふえるということがある

のかどうかというのは、少し想像がしにくいなと思いました。

これが例えば加藤商事からすごく汚れたものがあったので、こちらに持ってきて焼却し

ているという実態とは違うということなんです。ということは、家庭の中でその他プラス

チック類に入れなくて、可燃で入れている人は少し話に聞くんですけれども、そのあたり

をどのように分析しているのか、もう一度すみません。

○資源推進課長（永井清） ごみの組成につきましては、今年度につきましては２カ月に

一遍ぐらいのペースで測定はしているんですが、データ自体が毎日のようにとっているわ

けではないので、当然ばらつきがあるとは思います。その関係から、この３カ月間の比較

でございますので、年間を通して平均的なものがどうなるかというのは出してみないとわ

からない。たまたまこの期間においては、軟質系プラスチック類の焼却量がふえていると

いう理解をしております。

○５番（保谷清子） 施設管理関係のことについてお尋ねしたいと思います。１６ページ

です。この施設の利用状況を見てみますと、野球場とテニスコートの利用回数はふえてい

るということで、その他、会議室とか、また室内プール、浴場施設利用者、トレーニング

室利用者は大変減少していますけれど、この主な理由というのは何かつかんでいらっしゃ

ることはあるのでしょうか。設備の面とか施設の面とか、特に室内プールですね。利用者

が減っていますし、トレーニング室利用者が減っていますけれど、何か理由があるのかど

うか、どうとらえていらっしゃるかお願いいたします。
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○施設管理課長（中村清） 確固たる主なものとは、はっきりしたものは少しとらえられ

ない状況なんですが、かなりプールも浸透してきまして、近隣住民の方に。ここに来て少

し飽きがきたのかなという、そうですね。１８年をめどにして、右肩上がりに上がってき

てはいたんですが、１８年以降それが下がってきています。現在も下がってきております。

どうしても社会状況が結構主な理由かなと考えておりますけども、今の不況下の時期です

ね。プールまでは利用しようというお客さんがいまいち少ないのかなと考えております。

○５番（保谷清子） どうもありがとうございました。社会状況によって、こういう状況

があるのかというようにとらえていらっしゃると思いますけど、この設備の面ということ

では、例えば古くなったとか、何かそういう状況のことはないのでしょうか。

○施設管理課長（中村清） 確かに設備は、たしかプールは６１年の稼動だと思いますけ

ども、ここに来て２３年ほどたっております。ですから、周りのいろんな設備、民間の施

設等々に比べますと、かなり古手になってきているのかなと。そういう意味での少し減に

も値するのかなとも考えられます。

○５番（保谷清子） では、また状況などをつかんでいただいて、もしあれでしたら対応

なども考慮していただければと思います。終わります。

○議長（森田正英） ほかに質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） 質疑なしと認めます。以上をもって行政報告に対する質疑を終結い

たします。

○議長（森田正英） 続きまして、先ほど代表者会議報告の中でもありましたが、本日追

加議案といたしまして、議案第１７号、柳泉園組合特別職の報酬の特例に関する条例及び

議案第１８号、柳泉園組合助役の給料の特例に関する条例が提出されました。

この際、議案第１７号及び議案第１８号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思

います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） 御異議なしと認めます。

議案第１７号、柳泉園組合特別職の報酬の特例に関する条例及び議案第１８号、柳泉園

組合助役の給料の特例に関する条例は、関連がございますので、一括議題といたしたいと
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思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） 御異議なしと認めます。

議案に入ります前に、管理者より議案関係資料の配付依頼があり、これを許可いたしま

したので、ここで職員をして資料を配付いたします。

配付漏れはございませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） それでは、提案理由の説明を一括して求めます。

○管理者（野崎重弥） 議案第１７号、柳泉園組合特別職の報酬の特例に関する条例及び

議案第１８号、柳泉園組合助役の給料の特例に関する条例の提案理由について御説明申し

上げます。

本議案は平成２１年度、柳泉園組合経費の負担金について計算に誤りがあり、関係市の

負担金額に変更が生じ、関係市に御迷惑をおかけしたことを踏まえまして、管理者及び助

役の責任を明らかにするものでございます。

また、関係する職員につきましては、柳泉園組合職員分限懲戒審査委員会におきまして、

今回の関係市負担金算定の誤りに対する処分について審査し、厳正な処分を行う予定でご

ざいます。

なお、柳泉園組合議会、柳泉園組合関係市並びに関係市の市民の皆様に、柳泉園組合に

対する不信感を招いたことに対しまして深くおわび申し上げますとともに、今後再びこの

ようなことがないよう管理・監督し、柳泉園組合に対する信頼回復に全力で取り組んでま

いる所存でございます。

御審議賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。大変申しわけございませんでし

た。

○議長（森田正英） 以上で提案理由の説明は終わりました。

これより一括して質疑をお受けいたします。

○８番（原まさ子） ほかの一部事務組合でも、管理者が責任をとって報酬を減額すると

いうケースがあったと聞いておりますけれども、そのような場合に、例えば管理者であれ

ば今回１００分の０ということですけれども、そこまでの対応というのはあまり聞かない

なと思っております。このあたりが適正なのかどうかというのと、管理者個人がそのよう
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に判断をして決めたということなのか。通例であれば通常このくらいとか、恐らくあると

思うんですけれども、その辺について説明してください。

○管理者（野崎重弥） 今回の負担金の計算の誤りについてでございますけれども、こう

いった誤りは決してあってはならないと思っております。皆様御承知のとおり、柳泉園組

合の負担金の額の決定という形で、第１回定例会の組合議会において議決もいただいてお

りますし、それに基づいて当初予算も編成がされておるわけでございます。言いかえれば

二重の形で組合議会の皆様方、また関係市の皆様方に御迷惑をおかけした。これは重く受

けとめなければならないと思っております。

また、今回の報酬の特例に関する条例を提案させていただきますことについて、過去に

おいてどういった経過が、例があったかということも事務局をして調査をいたさせました。

しかしながら、これまで管理者の報酬の減をするという例はないようでございます。しか

しながら、こういった形で負担金の誤りがある。一部事務組合がそれぞれ関係する市の負

担金によって運営をされているということは、これは紛れもない事実であるわけでござい

ます。そういったことは管理者として重く受けとめさせていただきたいと思っております

し、二度とこういうことがあってはならないということから、私今回こういった判断をさ

せていただいたところでございます。

○８番（原まさ子） ということであれば、これは野崎管理者が非常に個人的にここまで

の減額というか、報酬をなくするという決定を御自身に科したということなんでしょうか。

こういうことが、例えば次に起こらないでほしいと思っていますけれども、何らか起こっ

た場合に、一たんこういうことがあれば前例になったりということになろうかと思うんで

すけれども、その辺についてはどのようにお考えになったんでしょうか。

○管理者（野崎重弥） 先ほども申し上げましたように、とりわけ負担金の計算に誤りが

あるなどということは、これはもうあってはならないと思っておりますし、私は柳泉園組

合として、二度と負担金の誤りがあってはならないと思っておりますから、このことを大

きな課題として、二度とこういうことがないようにするということを、柳泉園組合の中で

も職員を挙げてこういったことを受けとめてほしいと思っておりますし、そういったこと

がないようにということで、私は今回こういった判断をさせていただきました。

○４番（板垣洋子） きょうの追加議案を見て大変驚いているんですけれども、私は最初

に出ていた議案の中で、このことに対して今後どのような対策をとられるのかということ

が、まずきょうのこの議会の中で確認したいと思ったことなんです。そのことが確認でき
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なくて、先に個人的な責任のとり方というところでは少し納得がいかないんですけれども、

あってはならないということで、実際発生したことについて、どのように今後改善するの

かというところをあわせてどのようにお話しされているのか、説明されているのかという

ことをまずは確認させていただきたいんですけれども。

○助役（森田浩） 今回のこの事務処理につきましては、非常に皆様方に御迷惑をかけた

ということは重要なことだと受けとめております。そういう意味からおきましても、この

事務処理を行う庁内の最高責任者である私が、いろいろ責任を感じているところでもござ

います。

また、それを受けまして、今後どのような事務処理を行うことが、二度とこのような不

祥事を起こさないかというところでございますが、今回のこのミスを考えたときに、ミス

そのものにつきましては非常に単純なミスでございます。Ａという数値を使うべきところ

を、誤ってＢという数値を使ってしまったと。それが大きな１つの間違った原点でござい

ます。本当に単純なミスでございますが、そのミスが各市に与えました影響というものは、

これははかり知れない影響がございます。各市の予算に対する対応をしていただくこと、

また先ほど管理者からもお話がありましたとおり、この柳泉園が運営していくについて、

一番重要な財源である負担金に間違いがあったということにつきまして、二度とあっては

ならないということで、これは今後考えるべきところにつきましてはチェック体制をきち

んとしていくことがまず大事で、そのチェック体制さえきちんとなっていれば、二度とこ

のような単純なミスは起こらないのではないかとは考えております。

○管理者（野崎重弥） 負担金の計算をさせていただきますときに基本となりますのは、

構成３市のごみ量があるわけでございますけれども、今、助役が申し上げましたように、

この負担金を計算するときのごみの搬入量のところで、公車のみのごみ量をその負担式の

中に入れなければいけないところを、公車プラス私車の合計のごみ量を負担金を算出する

ときに入れてしまった。これが誤りの原因でございます。

今回、内部的に異動がありまして、負担金の計算を行うのが初めてだったということも

ありますけれども、これはあくまでも内部的な問題であって、やはり柳泉園の運営に大き

なお力をいただいている各市の負担金の計算をするわけでございますから、そのチェック

体制をどうもう一度再構築するのか。これはもう既に指示はいたしておりますけれども、

そういったことを基本に、もう一度原点に戻ってチェック体制の再構築をしていく必要が

あると思っております。
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それと、私は職員に対しまして訓示をするときにいつも申し上げますけれども、行政法

上の特別地方公共団体（一部事務組合）は、本来であれば普通地方公共団体が行うべき事

務の一部を一部事務組合が行っているわけでございます。そして、その事務の運営につい

ては、負担金という形で普通地方公共団体が負担をしている。では、柳泉園組合が運営す

るときに、本来であれば普通地方公共団体のかわりにこういった焼却処理を行っておるわ

けでございますから、そのかかる費用は構成市にお願いする。それは法的にはそのとおり

なのかもしれませんけれども、やはり一部事務組合として、どうそれを構成していただい

ている普通地方公共団体の負担も減らせる努力をするのか。そのことをもう一度考えてほ

しいということは、常々職員にも話をしているわけでございます。そして、やはり何と言

いましても安定的に、そして安全に柳泉園組合が運営もできる。このことを念頭に、予算

編成もしてほしいということは言っております。

基本的に今後の柳泉園組合のそういった事務体制、これはもう一度、今、来年度の予算

編成に向けて事務を行っておりますけれども、そういった中でも再構築ができるよう、管

理者としての責任を果たしてまいりたい、そのように考えておるところでございます。

○４番（板垣洋子） ２月にこの負担金の提案がありましたときに、私は前年度からの

パーセントの違いでこのあたりを質問しているんですけれども、残念ながら私の力ではこ

のミスは気づくことができませんでした。議員としてもこのことを認めてきているわけで

すから、管理者だけの責任ではないと私は思っております。議員としてどうすべきだった

のか、なぜこれがわからなかったのか、わかるような情報提供がされていたのかという、

そのあたりが私は改善していただきたいところです。

大変に専門的で難しい負担金の計算式は出ているんですけれども、でも単純にそこに公

車と私車の数が出て、年間の搬入量などが出ていたら、そこが違うということは、私たち

でも気づくことができたのではないかと思うんですね。なので、私もやはりこれを認めて

きたこちらの責任というか、どうなっていれば正しい数字を判断できたのかというところ

で考えたときに、やはり管理者だけの責任ではなく、こちらも情報提供を十分に求めるこ

とによってその確認ができないのかな。これからもできないのかというところでは、まだ

少し疑問が残るんですけど、そのあたりの御検討はしていただくことはできるんでしょう

か。

○管理者（野崎重弥） 議員おっしゃいますように、負担金の額の決定について、そして

当初予算の御議決をいただきます前に、負担金の計算式もその議案書の中に入れさせてい
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ただいております。そして、その中でごみ量というところもございます。しかしながら、

今回私どももこれは大変申しわけなく思っておりますけれども、そのごみ量が公車のみの

ごみ量だったのかどうかということの再確認というものができていなかったから、こう

いった誤りがあったわけでございます。これはもう端的に申し上げましても、こういう議

案を出しておいてこういう言い方は大変申しわけなく思いますけれども、これは端的に

言ってケアレスミスでございます。そういったものをもう一度議案提案をさせていただき

ますときに内部的にチェックするということと、御審議いただきますときに、この基本に

なっている数値が公車の搬入量であるということも御説明させていただきながら、負担金

の額の決定の議案を提案させていただくということが必要であったんだろうと思います。

ちなみに、この負担金の額の決定をいたしますときの計算は、これは手計算ではござい

ません。パソコンの中に数式が入っておりますから、そこに数量を打ち込めば答えが出て

くるという形になっているわけでございます。そういった意味では、今後の提案時におけ

る説明の仕方、こういったものについてももう一度原点に戻る必要があるだろうと、私は

そのように考えておるところでございます。

○４番（板垣洋子） 以前もここの議会でもらう数字が３カ月ごとで、前年度と比較して

いるというところでは、当然私たちがいただいた資料は３カ月分を並べて１年分で見れば

わかることで、やはりこの公車の数も、今回も数をいただいているわけですから、そこを

チェックすればできなくもなかったといえばできなくもなかったのかなとも思っているん

です。ケアレスミスということは、今後も起こる可能性がほかのところでもあると逆に受

けとめてしまいますので、もちろんそちらもきちんとチェック体制をすることも必要です

けれども、なるべくわかりやすい情報提供もこちらにお願いしたいということを意見とし

て述べて終わります。

○８番（原まさ子） すみません、先ほどの質問を途中にしているのですけれども、実は

この第１４号の議題にすごくかかわると思っていたので、質問を避けておりました。

私も板垣議員と同じように、議会自体もこういうことがチェックできる体制になってい

なかったと思います。もちろん、計算式は示されていましたけれども、それは公車、私車

がこうなっていたなんていうことはわからなかったわけでして、今の説明をいろいろ聞い

てみると、では事務をしている人お一人が数字を出したら、だれもチェックすることなく

予算のもとになってその数値が歩いていくのかという感じを受けました。本来であれば何

人かの人で、二重にも三重にもそのことに間違いがないのかというチェック体制が必要
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だったろうと思いますし、さらにいえば私たち議会もそういうことが、１年分が示されて

いれば、公車と私車の分というのはどのくらいというのは一目瞭然でわかったりして、こ

れはどうも違うんではないですということが申し上げられたかもしれないです。そう考え

れば、私は野崎管理者が非常に３市に迷惑をかけて、管理者として自分はこういう責任の

とり方をするのだということで今回の報酬について決められたと思いますけれども、それ

が本当にいいことなのか。では、議会はそのまま何もしなくて、管理者にだけ、副管理者

にだけ、こういう責任のとられ方をされてそれでいいのかなということはとても疑問に

思っていたんですね。なので、今のチェック体制からいうと事務を何重にも、何人かの手

できちんと精査をするということが１つされるということの確認でいいのかということと、

議会にもしっかりとそのあたりを示して、確かにこうですという確認が私どももできる体

制にするのかというところをもう一度聞かせてください。

○管理者（野崎重弥） まず、私は特別地方公共団体であります柳泉園組合の管理者を

行っておりますけれども、一方で特別地方公共団体である一部事務組合を構成している市

の市長でもあるわけでございます。予算編成をするときに、各市すべてそうだと思います

けれども、まず一部事務組合の負担金は、予算編成時においては投資可能財源の中から別

枠で確保します。それが本来、普通地方公共団体が行うべき事務を一部事務組合に行わせ

ているわけですから、予算編成上はそれをまず基本に置く。その負担金を間違ったわけで

ございます。それが間違っていなければ、もしかすると構成各市の一般財源に影響してま

いりますから、構成各市ではもっとほかにやりたい事業があったかもしれない。また、起

こすべき起債を起こさなくても済んだかもしれない。私は普通地方公共団体の長側から見

れば、それぐらいの負担金の重さがあると思っています。

一方で、今、原議員からも御指摘をいただきましたけれども、予算編成をする段階でそ

れぞれ職員が担当を決めて、自分はこの分野、この分野ということで、責任を持って予算

編成に当たっていきます。そういった意味では、今回各市の負担を計算しますときに１人

の人間に任せていた。そのチェック体制が不足をしていた。これは私どもは本当に重く受

けとめなければいけませんし、こういったミスをなくすために、二重、三重のチェックを

どういう形で組合としてチェックするかということ、このことをもう一度原点に戻らなけ

ればならないと思っております。なおかつこういったミスを二度と起こさないためにも、

原点に戻るだけではなくて、より精緻なチェック体制はつくっていかなければいけない。

これは今予算編成もやっておりますから、そのことをもう一度予算編成もする中で、どう
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いったチェック体制が一番ミスの起こらない体制になるのかということも考えながら、最

終的にチェック体制は定めていきたいと思っております。

また、今回のこういったミスに対しまして、私、管理者として本当に申しわけなく思っ

ております。組合議会の皆様方には、私たちにも責任があるというお言葉をちょうだいい

たしておりますけれども、これは私ども事務方の間違いでございます。本来、きちんとし

た精査をされた間違いのない予算書を皆様方にお示しし、御議決いただく、御審議いただ

く、これが私どもの務めでございます。このことをもう一度職員にも再度督励をしてまい

りたいと思っておりますし、今後二度とこういった間違いがないよう、柳泉園組合職員と

ともに努力をさせていただきたいと思っております。

重ねておわびを申し上げ、御理解賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。

○３番（上田芳裕） 今、管理者から一定のお話がありましたので、それはそれとして受

けとめさせていただきたいと思いますが、少し気になった点が１点だけありましたので、

確認をしておきたいと思っています。

お二方からチェックできなかった議会にも責任があるのではないかというお話がありま

した。これは一般論として私は正しいと思いますけれども、もう一方では行政報告も含め

て出されてきた数字は、正しいという前提で私どもは協議に入るんです。今のようにそれ

にミスがあってチェックできなかった議員にも問題があるんだと、あるいは議会にも問題

があるんだということをもし強調されるのであれば、行政報告作成の時点で議会は関与し

ていかなければならない、あるいは議員は関与していかなければならないと、こうなって

きます。ですから、この辺は少し役割分担で明確にしておきたいと思うんです。疑いのあ

るところについては質問しますから、それはもう行政側が、事務方はきちんと答えていた

だきたいし、またできると思います。根拠の数字も示せると思います。しかし、そうでな

い限りにおいては、信頼関係という言葉が適切かどうかわかりませんけれども、それぞれ

の役割の中で物事を進めていくという前提に考えれば、出された数字は正しいであろうと、

間違いがないであろうという前提で私どもは協議をしておりますので、当然今のように間

違いがあれば、それはもう事務方を含め今後どうするのか、チェック体制も含めて検討し

なければいけないとは思っております。だからといって私どもに責任がないとは言いませ

んけれども、あくまでも出された数字が正しいだろうという前提で私どもは協議に入る、

あるいは審議に入ると。

私どもの大事な問題は、いわゆる根拠法の問題とか政策の問題とか、中間処理施設の柳
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泉園組合そのものの事業の今後の問題、それから環境問題とどうリンクしていくのかと。

そういった点も含めて、あるいは入札の経過を私どもは協議していますし、荒っぽい言葉

を言わせていただければ、木を見て森を見ずでも、私は議会の使命は果たせないと、そう

思います。では、木を無視していいのかということは私は一言も言うつもりはありません

けれども、少なくとも役割分担の中で、お互いによりいい方向で毎回議会定例会が開催さ

れ、そういう結果をもって事業が進んでいると。私はそう理解していますので、今回の措

置については管理者をはじめ多くの方々が反省も踏まえ、今後の問題等もこれから具体的

に協議されることもあろうかと思いますが、それはそれで私どもは信頼してまいりたいと、

そう思います。私ども議会の審議についてもぜひ信頼をしていただきたいと、こう思いま

す。

疑問があればもちろん、繰り返しになりますが、質問はしますけれども、そうでない限

りにおいては、お互いのチェック機能を果たしながらよりいい議会、あるいはよりいい事

業展開に進めてまいりたいと、そう思っておりますので、一言、質問ではありませんけれ

ども、お二方の話を聞いていまして気になった点がありましたので、私の見解を述べさせ

ていただきました。ありがとうございます。

○２番（沢田孝康） 私も、確かにケアレスミスであれ、こういった形になったというこ

とは大変な事態だなとは思うんですけれども、それぞれ各市、私も今計算式を見ています

けども、この数字を我々が本当にチェックできるのかというと、現実的には非常に厳しい

のかな。確かに板垣議員がおっしゃるように、情報をすべて提供しろというのであれば、

また我々もその計算式に応じて負担金の計算をして、その中でこれは少し違うんではない

のと言えることができたかもしれない。それはそれとして、情報提供の大事さというのは

わかります。

それはそれとして、今回の野崎管理者がこういう形で１００分の０という数値を出され

たということは、その責任の重さを考えれば、管理者がみずから決意をされてこれを出さ

れたんだろうとは思います。しかしながら、当然職員のケアレスミスでこうなったわけで、

それと同時に要は管理者として野崎管理者がいらっしゃるわけですけれども、では副管理

者がお二人いらっしゃいますよね。副管理者の間ではどういう話になったのかなと。野崎

管理者だけが例えば１００分の０をやりますというときに、では副管理者の方々はどうい

う見解を持ったのかなと。これは内々の話ですからね。それは言えることと言えないこと

はあるかもしれませんけども、やはり管理者を補佐する立場の副管理者がいらっしゃるわ
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けで、そのあたりはどのようになされたのかなと。どういう見解を持たれたのかなという

ことは、言えること、言えないことがあると思いますが、それが発言できればお願いした

いと思います。

それとあと、当然再発防止のために今検討をなされたと思いますけれども、その結果に

ついて、それとあと職員については分限審査委員会が開催されますので、その報告につい

ては来年２月の定例会で報告がなされるのかなと思うんですが、その経過についてはどの

ようになるかお答えいただきたいと思います。

○管理者（野崎重弥） １点目について、私から御答弁をさせていただきます。

この件につきましては管理者会議開催をさせていただきました。私からお二人の副管理

者におわびを申し上げました。この負担金の計算式は、これはあくまでも事務的な部分で

ございます。なおかつこの部分について助役、そして私も気がつかなかった。これについ

てまずおわびを申し上げました。

そして、責任のありようというものを明確にさせていただきたいということで、管理者

会議の中で私から発言をいたしました。そうしましたらお二人の副管理者それぞれが、そ

れは管理者だけの責任の問題ではない。私どもも一緒に責任をとらせてほしいというお申

し出はいただきました。しかし、これは私からお断りをさせていただきました。なぜなら

ば、柳泉園組合を運営していくときに、すべて今予算編成の途中、ここまで来ました、今

こういう状況ですという、その段階段階での管理者会議は開催をいたしておりません。事

務的に方向性を詰め、課題点のみ管理者会議を開き、この関係についてはこういった方向

を出したいがいかがか、こういった課題があるが、この関係については今後何年かのうち

にこういった方向性を出したいと思っているがいかがか。こういった形の管理者会議の開

催をさせていただいております。つまり、大きな政策課題や事務課題についての協議は管

理者会議の中でさせていただいておりますけれども、こういった歳入の計算式はこういっ

た形で計算をさせていただき、こういった負担金の結果となりました。このような細かな

ことにつきましては管理者会議の議題にいたしておりません。つまり、この部分について

はすべて事務方と管理者であります私の責任でございます。ですから、お二人の副管理者

におきましては、もう私からおわびを申し上げたくらいでございまして、お二人の副管理

者に責任をとっていただくという考えは、私は最初から持っておりませんし、そのことに

ついて副管理者お二人に責任を持っていただくということは、少し意味合いが違うかな、

そういう判断をさせていただきました。

２０



なおかつ組合を運営していく中で、すべて管理者会議にかけて、３人で合議の上決定を

しているということは、これは議案として出すものについてはすべてそうさせていただき

ますけれども、日常の１つ１つの事務を管理者会議を開いて決定させていただくというこ

とでは、これは正直申し上げまして一部事務組合は回っていきません。やはりそういった

部分につきましては管理者に御一任をいただき、お任せいただき、管理者と助役において

責任を持って組合の運営をさせていただく。そうしなければ組合は回っていきません。私

はそのことは今後もそういった形で管理者、助役において組合の運営をさせていただく。

また、議案として御提示をさせていただくもの、関係市に大きな課題となるもの、そう

いったものについては、今後とも管理者会議の中にかけて方向性は出させていただきたい

と思いますけれども、通常の日常の事務については、今後ともこれまでと同様の形で組合

の運営をさせていただく。今回のこういったチェック体制等については、もう一度内部で

方向性を出させて、管理者会議にかけて御理解もいただく中で方向性は出したいと思って

おりますけれども、一般的な事務については、今後ともこれまでと同様の形で組合運営は

させていただきたいと考えておるところでございます。御理解のほどお願い申し上げたい

と思います。

２点目、３点目につきましては、助役から御答弁をさせていただきます。

○助役（森田浩） ２点目の、今回のこの不祥事を受けましての今後の内部的な対応でご

ざいますが、二度とこのようなことがあってはならないということは十分心得ております。

そのためにどのようなことが今後内部的に求められているのかというのを含めまして、内

部的に二度と起こらないようにするにはどうしたらいいのかということをいろいろ協議さ

せていただいて、次回の議会の中でその協議の経過等を踏まえ、御報告させていただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。

○２番（沢田孝康） 管理者の言葉は、これはこれとして一定理解しますけれども、その

責任のとり方という部分からいうと、原議員もおっしゃっていましたけども、私は１００

分の０というこのとり方が本当に、確かに示すという、管理者としての意思を明確にする

ということは私は大事だと思います。でも、１００分の０というその数値が、私はそうい

う形でやるんだったら、もう少しこういったあってはならないことが起こった場合の管理

者としての責任の明確さというか、それをやはり明文化するということが、私は今後のこ

とを考えると、管理者もずっとやられるわけではないですから、ですからそれは変な言い

方ですけども、同じような例えば事象が、事例が起こったときに、その方にもでは１００
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分の０を、要は前例としてそうなっているわけですから、今回そうなるわけです。ですか

ら、次に同じことが起こったときに、次の管理者が仮に１００分の５０という数値を出し

たときに、その責任の度合いは前回とどうなんですかという議論をせざるを得なくなって

くるわけですよ。ですから、私はその部分は、それはもう管理者の姿勢というのは本当に

すばらしいというか、責任の事の重大さを感じてやられているということは、それはわか

りますけども、やはりそれは今後のことも踏まえて、逆に言うと私はきちんとした明文化

をしたほうがよりはっきりしていいのかなと思うんですね。

これは私の意見ですので、答弁は必要ありませんけれども、私は思いはわかった上で、

あえてこう申し上げたいなと思います。

○１番（小山慣一） 私は質疑ではなくて、意見というんでしょうか、申し上げたいと思

います。

後のほうで議案で出てまいりますけども、３市の負担金が約２０億９，６００万円から

７，５９０万円という、大変大きな額でございます。事の重大さは、私もこれは大変重要な、

重大なミスだと思っています。

管理者が０％、１カ月とはいえですね。それから、助役が９０％、これも１カ月。助役

につきましては事務方のトップという意味だと思うんですが、こういう責任のとり方。そ

れから、管理者は事の重大性。もちろん、今後の対策等も含めて質疑がされたわけですが、

私はそういう思いから見ると、管理者の事の重大さの責任のとり方、そして事務方のトッ

プの助役の１００分の９０、この辺のところは理解するところでございます。このような

ことから私の意見とさせていただきます。ありがとうございます。

○議長（森田正英） ほかにございませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） 質疑なしと認めます。

以上をもって議案第１７号、柳泉園組合特別職の報酬の特例に関する条例及び議案第

１８号、柳泉園組合助役の給料の特例に関する条例の質疑を終結いたします。

ここで、暫時休憩をいたします。

午前１１時１５分 休憩

午前１１時２８分 再開

○議長（森田正英） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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○議長（森田正英） これより、議案第１７号、柳泉園組合特別職の報酬の特例に関する

条例に対する討論お受けいたします。

討論がある場合、まず原案に反対の方の討論をお受けいたします。反対討論ございませ

んね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） それでは、賛成討論はございますか。

○６番（鈴木久幸） この質疑を聞いておりまして、管理者の並々ならぬ責任の感じ方、

また助役の責任の感じ方、こちらに熱く伝わったところでございますが、管理者の１００

分の０というのがいかがなものかという議会側の考え方もありました。でも、管理者にお

伺いしたところ、それでやっていただきたいという強い思いがありましたので、これは前

提にしないということと、それからこういうミスがあったときに管理者の責任の所在の明

確化というのが明らかになっていない。その辺のところで、今回私どもは管理者が提案し

ている１００分の０については納得しがたいのですが、賛成すると。その部分も含めて、

今後こういう問題があったときに管理者の責任の所在、明確化というのを組合でも考えて

いっていただきたいということの意見を添えて、賛成討論とさせていただきます。

○議長（森田正英） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） それでは、以上をもって討論を終結いたします。

これより、議案第１７号、柳泉園組合特別職の報酬の特例に関する条例を採決いたしま

す。

原案賛成者の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（森田正英） 挙手全員でございます。よって、議案第１７号、柳泉園組合特別職

の報酬の特例に関する条例は原案のとおり可決されました。

これより、議案第１８号、柳泉園組合助役の給料の特例に関する条例に対する討論をお

受けいたします。

討論がある場合、まず原案に反対の方の討論をお受けいたします。反対の方の討論はご

ざいますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（森田正英） 次に、原案に賛成の方の討論をお受けいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） なしと認めます。

以上をもって討論を終結いたします。

これより、議案第１８号、柳泉園組合助役の給料の特例に関する条例を採決いたします。

原案賛成者の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（森田正英） 挙手全員でございます。よって、議案第１８号、柳泉園組合助役の

給料の特例に関する条例は原案のとおり可決されました。

○議長（森田正英） 続きまして、「日程第５、議案第１４号、平成２１年度柳泉園組合

経費の負担金について（再算定）」及び「日程第６、議案第１５号、平成２１年度柳泉園

組合一般会計補正予算」は関連がございますので、一括議題としたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） 御異議なしと認めます。

それでは、提案理由の説明を一括して求めます。

○管理者（野崎重弥） 議案第１４号、平成２１年度柳泉園組合経費の負担金について

（再算定）の提案理由について御説明申し上げます。

本議案は、平成２１年度柳泉園組合経費の負担金について計算に誤りがあり、関係市の

負担金額に変更が生じたため、柳泉園組合規約第１４条の規定により、負担金の額につい

て改めるものでございます。

続きまして、議案第１５号、平成２１年度柳泉園組合一般会計補正予算の提案理由につ

いて御説明申し上げます。

本議案は現予算を見直しまして、歳入歳出をそれぞれ調整する必要が生じましたので、

現予算の総額３３億４，９４０万２，０００円に対し、歳入歳出それぞれ９，３６１万円を減額

させていただくため、御提案申し上げるものでございます。

詳細につきましては事務局より御説明申し上げますので、御審議賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

○議長（森田正英） 補足説明を求めます。
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○総務課長（涌井敬太） 補足説明を申し上げます。

議案第１４号、平成２１年度柳泉園組合経費の負担金について（再算定）でございます

が、ごみ処理に要する経常的経費を案分する際に用いる関係市のごみ搬入量につきまして、

公車のみの搬入量を使用すべきところを、誤って私車の搬入量も含めた量で算定してし

まったことによりまして、その割合が差異が生じてしまい、公車のみの搬入量で案分し直

した場合、関係市の負担金の額は清瀬市が１，３６２万３，０００円の増、東久留米市が３５

万５，０００円の増、西東京市が１，３９６万円の減となるため、柳泉園組合の誤りにより、

関係市に御迷惑をおかけするわけにはまいりませんので、今回、平成２０年度決算審査が

終了し、繰越金が確定したこと、私車ごみ搬入量の減少に伴うごみ処理手数料が減額と

なっていること等を踏まえまして、柳泉園組合の歳入歳出予算の見直しを行い、関係市の

負担金の額を清瀬市が４万５，０００円減の４億１，６０６万５，０００円、東久留米市が

２，４４４万円減の６億１，７２８万４，０００円、西東京市が５，１４１万５，０００円減の９億

８，６７９万１，０００円に改めるものでございます。

続きまして、議案第１４号、平成２１年度柳泉園組合経費の負担金について（再算定）

の資料でございます。

１ページをごらんください。

１、ごみ搬入量は平成１９年度の市別、公車・私車別のごみ搬入量、その合計及び市別

の搬入比率の表でございます。

２、修正箇所は、負担金の計算に使用する平成１９年度のごみ搬入量の正誤表でござい

ます。この表の正の欄に記載されておりますごみ搬入量及び搬入割合が、負担金を計算す

る際に使用すべきであった数値でございます。

２ページをごらんください。

３、関係市負担金（再計算）所要の調整前は、ごみ搬入量を改め、再計算した負担金の

額でございます。

４、関係市負担金（再算定）所要の調整後は、ごみ搬入量を改め、歳入歳出予算の見直

しを行った負担金の額でございます。この表に記載されております再算定の金額が、今回

議案として提案させていただいている関係市の負担金でございます。

続きまして、議案第１５号、平成２１年度柳泉園組合一般会計補正予算について御説明

申し上げます。

今回の補正予算は、平成２０年度決算審査が終了しまして繰越金が確定したこと、私車
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ごみ搬入量の減少に伴う手数料の減額、関係市負担金の計算間違いによる修正、修繕料、

委託料等の契約差金の減額、職員の人事異動、普通退職による人件費の見直し等によりま

して調整させていただく内容でございます。

２、３ページをごらんください。第１表、歳入歳出予算補正は款項の区分における予算

の補正でございます。歳入及び歳出の款項の補正額につきましては、それぞれ記載する金

額の調整をお願いするものでございます。

７ページをごらんください。７ページから９ページにかけまして、記載の歳入歳出補正

予算事項別明細書でございますが、１、総括につきましては表に記載のとおりでございま

す。

１０、１１ページをごらんください。２、歳入でございます。

款１分担金及び負担金、項１負担金、目１負担金、節１負担金は７，５９０万円の減額で

ございます。

款２使用料及び手数料、項１使用料、目１施設使用料、節２プール使用料は８万円の増

額、節３浴室使用料は２５７万４，０００円の増額でございます。増の理由といたしまして

は、当初の見込みに対し、室内プール及び浴場施設の利用者が増加していることによるも

のでございます。

項２手数料、目１ごみ処理手数料、節１ごみ処理手数は８，４３８万２，０００円の減額で

ございます。減の理由といたしましては、当初の見込みに対し、私車のごみ搬入量が減少

していることによるものでございます。

款４繰入金、項１基金繰入金、目２施設整備基金繰入金、節１施設整備基金繰入金は

２００万円の減額でございます。減の理由といたしましては、クリーンポート定期点検整

備補修（その２）の契約額が予算額に比べまして減となり、その結果、基幹的整備に類す

る補修費用に充当する金額が減となったことによるものでございます。

款５繰越金、項１繰越金、目１繰越金、節１前年度繰越金は、１，８９０万２，０００円の

増額でございます。増の理由といたしましては、歳入の増及び歳出の不用額によるもので

ございます。

１２、１３ページをごらんください。款６諸収入、項２雑入、目１雑入、節１資源回収

物売払は２，６６７万円の増額、節２回収鉄等売払は６２３万６，０００円の増額、節３電力

売払は３３３万円の増額、節７その他雑入は１，０８８万円の増額でございます。増の理由

といたしましては、平成２０年１０月以降の世界的な金融危機と景気後退の影響による資
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源物価格の大幅な下落に対しまして、資源物の流通が回復し、価格がやや高く安定してき

ていること、ごみ処理施設の安定した稼動による発電電力の増加によりまして、電力売り

払い量がふえていること及びクリーンポートの落雷による災害の復旧補修費用に対する財

団法人全国自治協会東京都災害共済支部からの保険料によるものでございます。

１４、１５ページをごらんください。３、歳出でございます。

款２総務費、項１総務管理費、目１人件費、節２給料は１，５４２万３，０００円の減額、

節３職員手当等は６５７万４，０００円の減額、節４共済費は３５７万４，０００円の減額、

款３ごみ処理費、項１ごみ処理費、目１人件費、節２給料は９８１万５，０００円の増額、

節３職員手当等は３万４，０００円の減額、節４共済費は４９１万３，０００円の増額、人件

費関係の合計で１，０８７万７，０００円の減額でございます。増減の理由といたしましては、

共済組合負担金の増、職員１名の中途退職による減及び人事異動によるものでございます。

款２総務費、項１総務管理費、目２総務管理費、節１９負担金補助及び交付金は、説明

欄に記載の東久留米市環境整備負担金１３５万４，０００円の減額でございます。減の理由

といたしましては、関係市の負担金の額を変更したことによるものでございます。

目３施設管理費、節１１需用費は、説明欄に記載の修繕料１１２万６，０００円の減額で

ございます。減の理由といたしましては、修繕料の契約差金によるものでございます。

節１３委託料は、説明欄に記載の電波障害対策業務委託５２万５，０００円の減額でござ

います。減の理由といたしましては、当初の見込みに対しまして、対策の戸数が減少して

いることによるものでございます。

節１４使用料及び賃借料は、説明欄に記載の賃借料１０１万３，０００円の減額でござい

ます。減の理由といたしましては、電話機借り上げの契約差金によるものでございます。

目４厚生施設管理費、節１１需用費は、説明欄に記載の光熱水費８３１万３，０００円の

減額でございます。減の理由といたしましては、当初の見込みに対し、電気代及び下水道

代が減少していることによるものでございます。

１６、１７ページをごらんください。

款３ごみ処理費、項１ごみ処理費、目２ごみ処理費、節１１需用費は、説明欄に記載の

消耗品費６００万円の減額及び修繕料２，８００万円の減額、合計で３，４００万円の減額で

ございます。減の理由といたしましては、消耗品費の減は、ごみ搬入量減少に伴う薬品代

の減少、修繕料の減は契約差金によるものでございます。

節１２役務費は、説明欄の記載の手数料１，２１０万２，０００円の減額でございます。減
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の理由といたしましては、クリーンポートの運転に係る人材派遣の契約差金によるもので

ございます。

節１３委託料は、説明欄に記載のダイオキシン類分析委託１００万円の減額、焼却残渣

輸送作業委託４４７万３，０００円の減額及びプラットホーム管理業務委託７５３万

９，０００円の減額、合計で１，３０１万２，０００円の減額でございます。減の理由といたし

ましては、ダイオキシン類分析委託の契約差金、ごみ搬入量減少に伴う焼却残渣輸送量の

減少及びプラットホーム管理業務を委託業務から再任用職員の業務に改めたことによるも

のでございます。

目３不燃ごみ等管理費、節１１需用費は、説明欄に記載の消耗品費５３万６，０００円の

減額及び修繕料５５６万８，０００円の減額、合計で６１０万４，０００円の減額でございま

す。減の理由といたしましては、消耗品費の減は破砕機部品購入の契約差金、修繕料の減

は契約差金によるものでございます。

節１３委託料は、説明欄に記載の水銀含有廃棄物処理業務委託１７６万５，０００円の減

額でございます。減の理由といたしましては、契約差金によるものでございます。

目５し尿処理費、節１３委託料は、説明欄に記載の運転業務委託２４５万７，０００円の

減額でございます。減の理由といたしましては、契約差金によるものでございます。

１８、１９ページをごらんください。給与費明細でございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（森田正英） 以上で提案理由の説明が終わりました。

これより一括して質疑をお受けいたします。

○３番（上田芳裕） １点だけ確認をさせていただきたいんですが、補正予算ですので細

かいことはいいんですけれども、きのうも実は当該市議会の補正の予算委員会をやったん

です。そのときも同じように質問しているんですが、ここにも出ていますけども、建物災

害共済といういわゆる損害保険です。御案内のように２０１０年の４月から保険法改正で

実施されます。今までは基本的には商法の一部というとらえ方をしていましたけれども、

基本的には消費者を保護するという考え方が極めてウエートが高くなってきたということ

と、それから共済会との保険を一元化していくという流れになっているはずです。

きのうも確認しましたけれども、災害共済とか、いわゆる損害保険関係ですけども、公

の機関は恐らく共済の保険を使っているんだろうと思います。それが一般の保険と同じ扱

い、すなわち一元化していくということで、２０１０年の４月１日から具体的に実施に入
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ります。そうしますと損害保険のつけ方、あるいは手続等々を今後どうされていくのか。

その辺を少しお尋ねしたいなということで、値段が高いとか安いとか、多分そういう話に

なってくるんだろうと思います。基本的には手続がきちんとされるか、あるいは適正なつ

け方をしていくかどうか。そういったことの具体的な事務的なことが今後ふえてくるんで

はないのかなと、そう思いますけども、その辺について少し１点だけ確認をさせていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

○施設管理課長（中村清） 今、議員の御質問に対してお答え申し上げます。

建物災害共済保険なんですけども、公的なものでございますけど、ほとんどうちの場合

は落雷のための保険の使用でございまして、２０年度も１，１００万円ぐらいでしょうか、

現に支払われております。ことしは幸いにしてそういう落雷の被害もございませんでした。

それと、議員の御質問の民間との競合と申しましょうか、の取り扱いだと思いますけど

も、うちは現在、しからばどのぐらい民間との差があるのかというのは、少し今把握はす

みませんけどしておりません。そういうことで、２０１０年４月１日からということです

ので、この時期になりましたらもう少し詳しく調べて、どちらがより効果的なのか検討し

たいと思います。

○管理者（野崎重弥） 担当から御答弁申し上げましたけれども、議員おっしゃいますよ

うに、保険法の改正で従来これまで、例えば建物共済があったり災害補償等組合があった

り、さまざまな形で補償制度があったわけでございますけれども、２０１０年で一元化を

されていくという中で、本来認められていた再調達価格がどうなっていくのかということ

と、保険の範囲がどういった形で再構築されるのか。これは担当から御答弁申し上げまし

たけれども、まだ私どもでは十分精査が済んでおりません。今後、こういった保険法の改

正に伴って、補償制度がどういう形で移行されるのかということも含めまして、遺漏のな

いよう対応は図っていきたいと考えておるところでございます。

○３番（上田芳裕） 管理者から今御答弁いただきましたので、それで十分でありますけ

れども、要するに今一般の保険会社と共済保険が並立しているんですね。並立しています

けれども、なぜ並立しているかというと、保険会社の根拠というのは先ほど言いましよう

に、商法の一部と保険業法でもって成り立っているんですけれども、共済の保険に関しま

しては、保険業法適用除外になっているんです。ですから、共済は共済として成り立って

いるんですけども、保険法の改正でもってこの適用除外が一元化されると私どもは聞いて

います。ですから、共済保険がどうやって今後保険法の中で形成していくのか、少し私自
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身も詳しいことはわかりませんけれども、いずれにしましても今までの単純な保険の契約

という形では多分なくなってくるだろうと。

それから、保険の約款もかなり単純明快化していくことによって、例えば生命保険で支

払いが滞っていたとか、特約条項があまりにも細か過ぎて、保険会社自体もチェックでき

なかったとかということを是正していこうと。結果として消費者を保護していこうという

ことでもって保険法の改正になってきているんですが、公の機関の消費者というのは一体

何かというと、これは納税者になります。ですから、納税者を保護するという意味で、保

険が適切かどうかということが、今度は住民監査請求として出てくる可能性が今後十分考

えられるということも含めて十分注意、少しおかしいですけども、その辺はよくフォロー

していただければありがたいなと。そういう思いで質問させていただきました。ありがと

うございました。

○８番（原まさ子） 補正のところなんですけれども、例えば１１ページのプール使用料

が８万円、利用がふえていると今おっしゃったと思うんですけども、一番最初の行政報告

の中ではマイナス１１．５％です。それで、なぜこうなっているのかという問いに対して、

１３年経過して古くなってきている。飽きがきているのではないかという御説明がありま

した。このことに私は反すると思うのですけれども、それはいかがかということ。

それから、１７ページですけれども、焼却残渣の輸送委託料というのが、焼却残渣はふ

えているんです、この３カ月は。たくさん運んでいるわけです。８、９、１０月というと。

それなのに、４４７万３，０００円をマイナスにできるのかなと。とても単純なことなんで

すけども、そこを聞かせてほしいということです。

それから、この負担金に誤りがあったということについていうと、いかに今後こういう

ことがなく事務をやっていくかというところが一番議論のことでして、これは今後きちん

と体制を整えたときには、２月の柳泉園の議会には説明をされるということが先ほどの議

論の中であったかと思いますけれども、ぜひそれはしっかりとしていただきたいと思って

います。

それと、例えば清瀬市にとって、今から１，４００万円近くをちょうだいと言うのは厳し

いと想像がつきますし、言いにくいだろうなとは思うんですけれども、逆に言うと、不用

額が西東京市あたりだと５，０００万円もこの時期に戻ってきても困るんではないのという、

基金に積めばいいんだと思いますけれども、そういうことを少し思っていて、それでこう

いうやりくりをしてできるのであれば、予算の信頼性みたいなところの根底が揺るぐ気が
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するんです。それをどのように考えるのか御説明いただきたいと思っています。

分担金を下げても、何とか帳じりが合うという補正になっているわけです。なので、当

初予算に対する信頼性というのが、どう私たちは考えればいいのかとも思わざるを得ない

と思っていまして、その辺についてもぜひ御意見をいただきたいと思います。

○施設管理課長（中村清） ただいまの原議員の御質問に対してお答え申し上げます。

確かに私は先ほど、社会的状況も少し下り坂なものですから、下がってきているという

発言を申し上げましたけども、ここに来まして、この予算をつくるときは少しわからな

かったんですが、東村山市の温水プールがございますけど、そこが今閉館になっておりま

す。それで、閉館の期間というのは２３年の３月いっぱいまでと聞いてはおりますけども、

そのために東村山市近隣の市民の方々が、当施設を利用してくださるのが非常に多くなっ

ております。それで、あくまでもこれは見込みとしての計上でございますけども、８万円

ほど微増ではございますが、計上させていただいたというわけでございます。よろしいで

しょうか。

管理者（野崎重弥） まず、私どもの今回の平成２１年度の負担金の誤り、これはもうお

わびを申し上げるしかないわけでございますけれども、やはり私が考えましたのは、基本

的にこの精査をする場合には恐らく２つの方法があるだろうと。それは、１つは今回行っ

たような方途、もう１つは来年度の負担金の中で精査をする。この２つが考えられるので

はないかと思います。

ただ、私が判断をいたしましたのは、平成２１年度の負担金の誤りでございますから、

これは平成２１年度の中できちんと清算をさせていただく。これが構成市に対する私ども

の責任ではないかという判断の中で、こういった方向を定めさせていただいたところでご

ざいます。

ここでお金を返されてもということでございますけれども、それはそれぞれの構成をい

ただく団体の中でそれをどういう会計処理をしていただくか。このことにつきまして、柳

泉園管理者であります私からどうこうという立場にございませんので、それは御容赦いた

だきたいと思います。

また、予算の信頼性ということでございますけれども、この歳出の補正の中身を見てい

ただければわかりますように、本来でありますれば、決算の中で精査をするものを、前倒

しでこういった対応をさせていただいた。原議員は御経験が長いですから、もうすべてわ

かると思いますけれども、こういった形で処理させていただければ、平成２１年度の決算

３１



をしたときに繰越金が出ないという形になるわけでございます。あくまでもこれは決算の

前倒しの形で財源を集め、今回の処理をさせていただくという方法をとっておるわけでご

ざいます。そういった意味では、平成２１年度の決算をしたときに繰越金が出ないわけで

ございますから、２２年の予算編成が大変厳しい状況になると。なおかつ構成市の皆様方

の負担金との関係で、今後予算編成の中では苦慮する部分もあるだろうとは思いますけれ

ども、こういった方法をとらせていただいて、平成２１年度の負担金の誤りを正させてい

ただければと考えておるところでございます。何とぞ御理解賜りますようお願い申し上げ

る次第でございます。

○技術課長（大場俊美） 先ほどの焼却残渣の件なんですが、ふえている部分につきまし

ては、８月、９月、１０月の３カ月ということで、前年度に対してふえているということ

なんですが、実際４月から９月までの前年度対比でいきますと、７６１トン減少しており

ます。それで、これを年間を通しまして見ますと、焼却量も減少していますし、焼却残渣

に関しても減るということで、予算の中で減で計画しております。

○８番（原まさ子） わかりました部分もございます。それで、当然こういう形で、分担

金を下げるから予算の部分についても削減が必要で、決算を前倒しの形でやったというこ

とは理解しているところです。となりますと、次年度の分担金というのが今回減額された

部分が、またちょうだいねという形で上乗せで来るように予想ができますけれども、そう

いう予測をしていていいのかということ。

それから、プールにこだわるようで大変恐縮ですけれども、説明としては、説明になっ

ていないとすごく感じますよね。東村山市のプールはこの３カ月になってそれが閉鎖に

なったんですか。よくわかりませんけれども、そうであれば、一番最初の説明自体が少し

おかしいです。古くなってきているし１３年もたっているので、あまり皆さん興味がなく

なっていらっしゃらないのかもしれませんという言い方そのものが間違っているのではな

いかとも、その分析自体に信頼性が置けないなと。そこに、８万円にこだわっているわけ

ではないのですけれども、説明というのはすごく重要ですので、そのあたりを施設管理を

している方は本当にどのようにとらえているのか、しっかりともう一度答弁してください。

○施設管理課長（中村清） 申しわけございません。原議員の御質問に対して再答弁いた

したいと思います。

この予算をつくるときは、確かに１８年度を境にして毎年毎年下がってきております。

しからば当年におきましても当然下がるだろうということを見込んでの計上でございまし
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たけども、東村山市が閉鎖になるという情報をつかんだのはその後なんですね。当方とし

ましても、ではどこまで実際利用されるのかというのは全く皆目予想もつきませんことで

した。あけてみたら、結構団体貸し切りが多うございまして、金額的にはかなりあるので

はないかと見られます。そのことにおきましての８万円の計上でございます。それでも少

しの額ですが。

○助役（森田浩） 来年、２２年度予算の関連でございますが、今回このような減額補正

の措置をさせていただいた結果、２２年度予算に与える影響でございますが、当然今回こ

のような形で補正額の減として９，６００万円ほど、今後剰余金になるであろう金額を減額

しましたから、２１年度繰り越しとして２２年度予算の財源として使えたわけです。これ

が使えないということで、財源的には非常に厳しい予算編成になります。そういう中で職

員の退職もございます。その対応として原則退職者不補充ということで対応をさせていた

だき、その他の歳出につきましても、なるべく精査する中で歳出を削減し、各市からいた

だく負担金につきましては、なるべく現状と、２１年度と同額というのはなかなか、今そ

れを目指してやっているんですけども、いろんな要因がありまして、２１年度との同額の

負担金は少し難しいかな。多少２１年度よりオーバーするかなというところで、今２２年

度予算の編成を行っているという状況でございます。

○８番（原まさ子） 厚生施設について、２１年度の当初予算を組んだときの話をしてい

るわけではなくて、この３カ月も利用はふえていませんとおっしゃいました。そういう説

明をいただいた中で、利用がふえているから８万円ふやしますという補正予算もないなと、

だれが考えても私は思うと思ったんですね。だから、もっと明らかにその説明をしてほし

いと思ったわけです。

一番最初におっしゃったのが、はっきりした理由はわからないけど、１３年もたってい

るし、古くなってきているし、飽きがきているとまでおっしゃったわけです。そうであれ

ば、それなりの対策を施設管理をする者としては当然すべきで、何を課題としているぐら

いはではおっしゃればいいと私は思うわけです。ごめんなさい。これは意見にしますけれ

ども、説明はすごく重要なので、わかりやすくぜひしていただきたいというお願いをして

終わります。

○５番（保谷清子） 先ほどの原議員の質疑の中で、２２年度予算に与える影響というこ

とで質問がありました。その答弁の中で、定年退職をする人がいるので不補充でという、

そういうことも考えていらっしゃるということを伺いましたけれど、職員の人の配置状況
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というか、それが大変心配にもなるところです。人を減らせばいい、職員の給料が減れば

いいというものではないと思いますし、こういう計算間違いなどを行ったのも、十分職員

の配置ができているのかとか、それから職員の異動について、引き継ぎがうまくできてい

たのかどうかということなどがありますので、大変その不補充をというお話は気になりま

すけれど、それはどのように考えられますでしょうか。

○助役（森田浩） 少し言葉が足らなくて大変申しわけございません。当然退職者不補充

ということでございますが、その不補充によって事務が停滞するとか、事務に影響を与え

ることはなるべく避けるというのは当然考えているところでございます。では実態として

どのような形で不補充ができるのかと言いますと、現在クリーンポートの運転係がござい

まして、運転係と管理事務担当とのいろいろ異動等も総体的に考えております。また、運

転係の補充につきましては、正規の職員を採用するより派遣のほうがかなり経費で節減で

きます。さらにその業務に与える影響は一般の事務より少なく、専門的な技術は必要であ

りますが、支障がございません。そのような形で運転係に退職者不補充分の職員を採用す

るのではなく、派遣職員で対応していくということで考えているところでございます。

○５番（保谷清子） クリーンポートの運転の係の方が定年退職をする予定で、派遣社員

により補充していくという方向を打ち出しておられるようですけれど、今回この施設を見

学させていただいた状況の中では、大変それぞれの部署は危険な作業も行っているという

こともよくわかりましたので、ぜひ派遣社員よりというのは御検討いただければと思いま

す。意見として述べさせていただきます。

○助役（森田浩） 派遣社員を採用する場合、当然技術的に、技術をお持ちになられた方

でないとその職についていけませんから、それは当然そのような形で事務、業務に支障の

ない方を派遣職員として採用していくということでございます。

○管理者（野崎重弥） これまでほとんどの部分で、例えばリサイクルセンターですとか

ああいったところは、民間の事業者の皆さんにお願いしているところもございますけれど

も、今後柳泉園の運営を考えていったときに、どの分野をプロパーといいましょうか、公

務員の人間が担っていくのか。どういった分野を民の力を入れながら、より効率的で安全

で安定的な施設運営を考えていくのかということも、私は考えていく必要があると思って

おります。

これは構成３市の負担金をいかに減らしながら、より安定的で安全な施設管理運営を

行っていくかということと密接に関係がしてまいります。そういった意味では、今後の事
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務のありようという中で、例えばここで欠員不補充で、その分野において民の力をおかり

していくという形を導入しながら、正規職員の数を減らしていく。一定のところまで来た

段階で、どの分野を民の皆さんに担っていただくのか。これを計画的に考えていきません

と、いつまでたっても正規職員が退職した場合にまた入れて採用して、そのかかる人件費

は構成市にお願いをしますという形だけではなくて、どういった形で運営をしていけば、

より効率的で安全で安定的な施設運営ができるか。その部分でどう民の皆さん方の力をこ

の施設の中に入れながら、より効率的な施設運営をしていくか。このことを総合的に考え

ながら施設運営を行っていくべきと思っておりますので、今後、内部的にもどういった分

野をそういった方途を導入していくかということの１つとして今考えておりますので、決

して今回の、先ほど助役が申し述べました形が考えもなく行っているということではなく、

将来に向けての布石の１つとして御理解をいただければと考えておるところでございます。

○５番（保谷清子） 十分な御検討をお願いいたします。

○４番（板垣洋子） 今回のことにつきましては、市民への説明はどのように考えてい

らっしゃるのか教えてください。

○管理者（野崎重弥） 構成３市の議会の中で、それぞれの出先機関の報告がどのような

形でなされているのかということにつきましては、私どもは十分に承知はいたしておりま

せんけれども、今回の負担金の誤りの一連のてんまつにつきましては、それぞれの所管す

る部といいましょうか、担当課長といいましょうか、そちらのほうに文書をもって御通知

をさせていただき、議会に御説明いただければと言ってしまっていいのかわかりませんけ

れども、そういったものは各市にお知らせをさせていただきたいと考えておるところでご

ざいます。

○４番（板垣洋子） では、全体の柳泉園ニュースなどで負担金というのは明らかにされ

ていますけれども、これは決算の報告と一緒に報告されると認識しておいてよろしいで

しょうか。

○助役（森田浩） この負担金に限らず、財政状況は各市とも同様でございますが、年に

一度財政公表をしますから、そこの段階で当然このような形でもお知らせするということ

になろうかと思います。

○議長（森田正英） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） ありませんね。それでは、質疑なしと認めます。
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以上をもって、議案第１４号、平成２１年度柳泉園組合経費の負担金について（再算

定）及び議案第１５号、平成２１年度柳泉園組合一般会計補正予算の質疑を終結いたしま

す。

これより、議案第１４号、平成２１年度柳泉園組合経費の負担金について（再算定）に

対する討論をお受けいたします。

討論がある場合は、まず原案に反対の方の討論をお受けいたしますが、反対討論はござ

いますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） それでは次に、原案に賛成の方の討論をお受けします。賛成討論は

ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） 討論なしと認めます。以上をもって討論を終結いたします。

これより、議案第１４号、平成２１年度柳泉園組合経費の負担金について（再算定）を

採決いたします。

原案賛成者の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（森田正英） 挙手全員でございます。よって、議案第１４号、平成２１年度柳泉

園組合経費の負担金について（再算定）は原案のとおり可決されました。

これより、議案第１５号、平成２１年度柳泉園組合一般会計補正予算についてに対する

討論をお受けいたします。

討論がある場合は、まず原案に反対の方の討論をお受けいたしますが、反対討論はござ

いますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） それでは次に、原案に賛成の方の討論をお受けいたしますが、賛成

討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） 討論なしと認めます。以上をもって討論を終結いたします。

これより、議案第１５号、平成２１年度柳泉園組合一般会計補正予算についてを採決い

たします。

原案賛成者の挙手を求めます。
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〔賛成者挙手〕

○議長（森田正英） 挙手全員でございます。よって、議案第１５号、平成２１年度柳泉

園組合一般会計補正予算は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩をいたします。

午後 ０時１８分 休憩

午後 １時１８分 再開

○議長（森田正英） それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。

○議長（森田正英） 「日程第７、議案第１６号、平成２０年度柳泉園組合一般会計歳入

歳出決算認定」を議題といたします。

それでは、提案理由の説明を求めます。

○管理者（野崎重弥） 議案第１６号、平成２０年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認

定の提案理由について御説明申し上げます。

本議案は、平成２１年１０月２０日から２９日までの間において、現王園代表監査委員

及び議会選出の上田監査委員により、平成２０年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算書に

基づきまして審査をいただきましたので、その審査意見書を付して、地方自治法第２３３

条第３項の規定によりまして、議会の認定を賜りますようお願い申し上げるものでござい

ます。

詳細につきましては事務局より御説明申し上げますので、御審議賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

○議長（森田正英） 補足説明を求めます。

○総務課長（涌井敬太） 補足説明を申し上げます。

議案第１６号、平成２０年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定について御説明申し

上げます。

平成２０年度一般会計歳入歳出決算書の１ページをごらんください。

歳入予算現額３５億１，８６４万３，０００円、歳入決算額３５億２，９０６万７，４９９円、

歳出予算現額３５億１ ８６４万３，０００円、歳出決算額３１億９，１１６万５，４５６円、歳

入歳出差引残額３億３，７９０万２，０４３円となり、同額が翌年度への繰り越しとなります。

６、７ページをごらんください。歳入について御説明いたします。

３７



款１分担金及び負担金、項１負担金は収入率１００％、前年度に比べまして２，６３３万

２，０００円、１．３％の減でございます。

款２使用料及び手数料、項１使用料は収入率１０６．３％、前年度に比べて１９９万

９，７００円、２．７％の減でございます。減の主な理由といたしましては、室内プール、浴

場施設、トレーニング室の利用者の減によるものでございます。

項２手数料は収入率９７．８％、前年度に比べまして３，４７４万８，２８０円、５．８％の減

でございます。減の主な理由といたしましては、私車のごみ搬入量の減によるものでござ

います。

款３財産収入は収入率１００％、前年度に比べまして８万１，４９４円、２．２％の増でご

ざいます。

８、９ページをごらんください。

増の主な理由といたしましては、職員退職給与基金、環境整備基金及び施設整備基金の

一部を国債の購入に充て、運用したことによるものでございます。

款４繰入金は、職員退職給与基金及び施設整備基金からの繰入金で、職員退職給与基金

については職員５名の退職手当に、施設整備基金については、基幹的整備に類する補修費

用であるクリーンポートのバグフィルター交換補修に充当しております。

款５繰越金は収入率１００％、前年度に比べまして６，４１３万５３２円、１１．８％の減

でございます。減の主な理由といたしましては、平成１９年度の施設使用料、電力売り払

い等の収入の減少及び光熱水費、薬品代、修繕料、委託料等の支出の不用額が減少したこ

とによるものでございます。

款６諸収入、項１組合預金利子は前年度に比べて１９万５，４９４円、１７．５％の減でご

ざいます。減の主な理由といたしましては、歳計現金を大口定期預金として運用しており

ますが、定期預金利率が平成１９年度の０．２９％から平成２０年度の後半におきまして

０．１９％、さらには０．０９％と下がったことによるものでございます。

項２雑入は収入率１０７．０％、前年度に比べまして７，４０８万１，４９３円、２１．２％の

減でございます。減の主な理由といたしましては、資源物売り払い単価の大幅な下落によ

る資源回収物売り払い減、回収鉄等売り払いの減及び可燃ごみ搬入量の減等による焼却量

の減少に伴う発電量の減に係る電力売り払いの減によるものでございます。なお、資源回

収物のアルミ缶プレス売り払い代金１月分、６万８，３８７キログラム、金額にしまして

５９４万９，６６９円及び２月分、４万１，５７７キログラム、金額にしまして３６１万
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７，１９９円、合計９５６万６，８６８円につきましては収入未済となっております。

１０、１１ページをごらんください。

節７その他雑入のペットボトル有償入札拠出金７６０万７３５円は、指定法人ルートで

処理しているペットボトル２５６．１４トンに対する財団法人日本容器包装リサイクル協会

からの拠出金で、建物災害共済金１５８万１，７２０円は、クリーンポートの落雷による災

害の復旧補修費用に対する財団法人全国自治協会東京都災害共済支部からの保険料でござ

います。

項３受託事業収入はごみ処理広域相互支援によりまして、小金井市の可燃ごみ

４２９．３９トンを処理した受託料でございます。

歳入合計は予算現額に対しまして収入率１００．３％、前年度に比べて１億２，３３６万

４，４５５円、３．４％の減でございます。

１２、１３ページをごらんください。歳出について御説明いたします。

款１議会費、項１議会費は執行率８２．３％、前年度に比べて７万７，６４５円、１．８％の

減でございます。減の主な理由といたしましては、議事録作成委託料の減によるものでご

ざいます。

款２総務費、項１総務管理費は執行率９８．１％、前年度に比べまして９３９万５，６１５

円、１．４％の減でございます。減の主な理由といたしましては、退職者不補充による人件

費の減、平成１９年度に実施した柳泉園組合敷地内にある東久留米市所有の旧赤道の購入

費用の減及び退職手当の増によるものでございます。

なお、主な不用額につきましては、人件費を除きますと、１６、１７ページに記載して

おります目３施設管理費、節１１需用費の光熱水費、節１３委託料の契約差金、目４厚生

施設管理、節１１需用費の光熱水費、節１３委託料の契約差金等によるものでございます。

平成２０年度の厚生施設の運営状況につきまして、プール施設は２９６日間で７万

４，２２７人、１日平均２５１人となり、前年度に比べて４，８８６人、６．２％の減、浴場施

設は２９８日間で１０万１，９７３人、１日平均３４２人となり、前年度に比べて３７４人、

０．４％の減でございます。

１８、１９ページをごらんください。

款３ごみ処理費、項１ごみ処理費は執行率９１．８％、前年度に比べて２，６９７万

９，２９９円、１．９％の増でございます。増の主な理由といたしましては、クリーンポート

バグフィルター交換補修費、クリーンポート定期点検整備費等修繕料の増、クリーンポー
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トデータ管理システム更新による借り上げ料の増、退職者不補充による人件費の減、焼却

残渣輸送作業委託等委託料の減、不燃物再利用委託等委託料の減及びリサイクルセンター

定期点検整備費等修繕料の減によるものでございます。

なお、主な不用額につきましては、人件費を除きますと、１８、１９ページに記載して

おります目２ごみ管理費、節１１需用費の薬品代、２０、２１ページに記載しております

節１２役務費の契約差金、節１３委託料の契約差金、目３不燃ごみ等管理費、節１１需用

費の修繕料の契約差金、２２、２３ページに記載しております節１３委託料の契約差金、

目４資源管理費、節１１需用費の光熱水費及び修繕料の契約差金、節１３委託料の契約差

金、２４、２５ページに記載しております目５し尿管理費、節１１需用費の光熱水費及び

修繕料の契約差金等によるものでございます。

平成２０年度のごみ処理状況につきまして、可燃ごみの搬入量は、小金井市の可燃ごみ

を除きまして６万９，５７０トン、前年度に比べまして６．４％の減、不燃ごみ及び粗大ごみ

の搬入量は７，３２６トン、前年度に比べまして２４．０％の減でございます。

なお、二枚橋衛生組合の閉鎖に伴う小金井市の可燃ごみにつきまして、ごみ処理広域相

互支援により４２９．３９トンを受託処理しております。

また、清瀬市及び東久留米市においては平成１８年１０月から、西東京市においては平

成１９年１０月から、容器包装リサイクル法対象の容器包装プラスチックについて、資源

物として分別収集を実施しておりまして、関係市すべてが容器包装プラスチックの分別収

集を実施しているため、不燃ごみの搬入量が大幅に減少し、さらに西東京市においては平

成１９年９月から戸別収集を開始、平成２０年１月からごみ収集の有料化を開始したこと

によりまして、可燃ごみの搬入量が減少しております。

平成２０年度のごみ搬入量の増減につきましては、平成２２年度予算の負担金に反映さ

せていただきます。なお、従前と同様に、減価償却費等を考慮しない計算方法によるごみ

処理費単価は、１トン当たり直接経費が１万５，９６０円、総経費が３万３，００５円となり

ます。

平成２０年度のし尿の処理状況につきまして、総搬入量は１，９７３キロリットル、前年

度に比べまして８．１％の減でございます。なお、従前と同様に、減価償却費等を考慮しな

い計算方法によるし尿処理単価は、１キロリットル当たり直接経費が３万３，８４０円、総

経費が６万８，８７０円となります。

款４公債費、項１公債費は執行率１００％、前年度に比べまして９９万５１７円、０．１
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％の減でございます。なお、平成２０年度末現在の未償還元金は６２億１，７９８万

８，００７円でございます。

款５予備費は予算現額と同額が不用額となりまして、平成２１年度に繰り越しておりま

す。なお、予備費の不用額は、算出予算現額に対する不用額の合計３億２，７４７万

７，５４４円の５６．６％でありまして、平成２１年度予算で関係市の負担金から差し引きす

る平成１９年度分の私車処分費１億５，５１９万３，０００円が含まれております。

歳出合計は、予算現額に対して執行率９０．７％、前年度に比べまして１，６５１万

５，５２２円、０．５％の増でございます。

２６ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。内容は表に記載の

とおりでございます。

２７ページをごらんください。財産に関する調書でございます。

２８ページから３１ページにかけまして、公有財産の土地及び建物でございます。年度

内の増減はございません。内容は記載のとおりでございます。

３２ページから４１ページにかけまして、公有財産の工作物でございます。年度内の増

減はございません。内容につきましては記載のとおりでございます。

４２ページをごらんください。公有財産の物品でございます。年度内の増減はございま

せん。内容は記載のとおりでございます。

４３ページをごらんください。基金でございます。決算年度中の増額は、新たに積み立

てした元金及び運用利子分でございます。また、職員退職給与基金の減額は、平成２０年

度に退職した職員の退職手当に充当したもので、施設整備基金の減額はクリーンポートの

バグフィルター交換補修に充当したものでございます。

なお、基金について国債を購入することで運用し、その運用益は３７５万７，３９４円で

ございます。

４５ページをごらんください。歳入歳出決算参考資料でございます。

４６、４７ページをごらんください。一般会計歳入歳出予算額一覧表でございます。内

容は記載のとおりでございます。

４８、４９ページをごらんください。一般会計歳入歳出決算額一覧表でございます。内

容は記載のとおりでございます。

５０、５１ページをごらんください。一般会計給与費明細表でございます。内容は記載

のとおりでございます。
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５２、５３ページをごらんください。一般会計歳出決算不用額一覧表でございます。内

容は記載のとおりでございます。

５４ページをごらんください。償還表でございます。平成２０年度までの各施設の整備

事業を一覧表としてまとめたもので、それぞれの事業につきましては表に記載のとおりで

ございます。

平成２０年度における主要な施策の成果につきましては、平成２０年度事務報告書とし

て別にまとめてございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（森田正英） 以上で提案理由の説明は終わりました。

本日、現王園代表監査委員が出席されておりますので、決算審査報告を求めます。

○監査委員（現王園成夫） 監査委員の現王園でございます。御報告申し上げます。

平成２０年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算審査報告をさせていただきます。

柳泉園組合議会選出の上田監査委員と私は、例月出納検査を都合５回、決算審査を３回

実施いたしました。その結果を御報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして、平成２０年度柳泉園組合一般会計

歳入歳出決算書を審査いたしましたところ、歳入歳出ともに正当であり、かつ証書、帳簿

とも完全に整備されており、平成２０年度の決算は正確であることを証明いたします。

平成２１年１２月１日、柳泉園組合監査委員、現王園成夫、同じく上田芳裕でございま

す。

なお、審査の意見書につきましては、既に皆様のお手元に配付済みでございますので、

説明は省略させていただきます。

以上で報告を終わります。

○議長（森田正英） ありがとうございます。なお、現王園代表監査委員に対する質疑は

省略させていただきます。

以上で決算審査に関する報告を終わります。

これより質疑をお受けいたします。

○１番（小山慣一） ２０年度の決算の質疑ということでさせていただきたいと思います。

ただいま現王園先生と、それから議会選出の上田監査委員、お二人できめ細かく監査を

いただきまして、誤りはなかったということで御苦労さまでございました。そして、２０

年度を少し振り返ってみますと、落雷の事故があったわけですけども、そんなに大きな事
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故には至らなかったということで、本当に御苦労さまでございました。

そこで、少し２点質問したいと思います。１点目は歳入の中の収入未済額でございます。

第３回の定例会でしょうか。ことし第３回定例会で、訴えの提起ということで議案があ

りまして、それが可決されて、その収入未済額が９５０数万円があって、２０年度はなか

なかこれが入らないということで、先ほど申し上げました訴えの提起をしたわけでござい

ます。

相手方の名前を出して申しわけございませんが、有限会社エル企画ということで、アル

ミ缶プレス支払い代金ということだと思いますが、裁判中でしょうかね。司法の判断です

から、私ども議会がこれはとやかく言うところではございませんが、訴えの提起をしまし

た。差し支えない程度でよろしいですから、その後の経過についてを伺います。これが１

点目。

２点目が、直接決算とは関係ないわけでありますが、議長のほうから御指摘があるよう

でしたらそのようにいたしますけども、私は財産というところでかねてから質問している

と思いますが、清瀬市内にある清柳園の件です。土地が約３，７００平米、建物が約６３０

平米ぐらいでしょうか。この財産管理についてかねてから質問してきたわけであります。

過去に質問いたしましたら、適正に管理しているということでございます。そしてまた、

そのときに私はやはりこのままでよろしいのかどうかと。もう昭和３０年代後半ぐらいで

しょうかね、昭和４０年ぐらいでしょうか。約４０数年、そのままの状態でこのままでい

いのかということで、ぜひ検討なり研究なりをしていくべきだと、私はたしか御提案申し

上げたと思うんですけども、その後どんなふうに検討しているのかどうか伺いたいと思い

ます。

そして、御答弁いただいて、せっかく立っているわけですから、私は先ほど申し上げま

したように、そのままこの施設を保存というのかな、していいものかどうかね。私はもう

既に何度も現地を拝見しているんですが、やはり忍びないものがあります。ぜひ土地利用

というんでしょうか。場合によっては清瀬市内にあることですから、きちんとした土地利

用なりをしていくべきではないかなと思います。

先ほどの決算資料の中にもありますように、施設整備基金というのが約４億９，３００万

円でしょうか。２０年度の決算の分で、２１年度が執行されていますから、当然その額か

ら減っていると思うんですけども、こういう柳泉園の施設ということからいえば、このよ

うなものも利用して、基金を利用するなり、そして具体的に今後の調査なり対策というん
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でしょうかね。例えば専門家を交えた調査委員会とか、どういう組織になるかわかりませ

んけど、こういうものをきちんとやはり組み立てていって、将来的な姿というんですか。

こういうものを模索なり、より具体的に研究していくべきだと思います。このようなこと

から御質問させていただきたいと思います。

以上２点です。

○資源推進課長（永井清） 有限会社エル企画に対しての経過についてでございますが、

うちの顧問弁護士であります中村法律事務所と調整を図りながら、経過としては進めてお

ります。

５月２９日付で内容証明郵便による催告書の郵送、それから９月２４日、東京地裁立川

支部に対しての訴状の提出を行い、１１月１６日、資源回収物売り払い代金請求事件第１

回期日ということで、４０１号法廷で行っております。判決の言い渡しが１１月２６日、

これは郵送でございますが、ございました。この言い渡しを被告側が受けて、受け取った

翌日から２週間以内に異議申し立てができる期間となっておりまして、現状は現在に至っ

ております。

これから先につきましては、弁護士とも相談しまして押し進めていきたいと考えており

ます。

○助役（森田浩） 清柳園の管理を含めました今後の方向性ということでございますが、

結論から申しますと、前回の議会等でも御質問をいただいており、その後につきまして、

特にこれといった検討等はまだ、本当に申しわけございませんが、検討に入ってはおりま

せん。

ただ今、常に日ごろ気をつけておりますのは、あそこの安全に施設管理ができているか

どうかということの確認を必ずしているように、それは定期的に現場を見て、きちんと確

認はさせていただいて、安全性の確保を図っているということはございます。ただ、あそ

この清柳園を今後どうするのかということになりますと、前回も答弁させていただきまし

たが、非常に場合によってはいろいろな方面の調査をしなければならない。その結果、い

ろいろなまた対応も図らなければいけないということで、あらゆる角度からある程度調査

なり検討した結果で、それを含めて検討しなければいけないという状況になろうかと思い

ます。

そうなりましたときに調査だけ、また検討だけ一応しまして、財源を含んだその後の方

向性が出ないまま調査、また検討をしてしまっても何の意味もございませんので、その辺
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ももし調査等を行うのであれば、その後どうするのかというのは当然最終的な姿まで１つ

描いて、それが財源が可能な状況まで含んだ中での検討というのが必要ではないかと思い

ますので、その辺につきましてはなるべく早い時期に管理者会議等をいろいろ検討、また

関係各市等の協議会等もありますので、その辺の財源的な面も含めて、そういう検討をす

る場をありましたら持ちたいと思っております。

○１番（小山慣一） それぞれ御答弁いただきましてありがとうございました。

１点目の裁判の関係はよくわかりました。少し私も聞き取れなかったんですが、１１月

２６日で郵送して、それから２週間以内に異議申し立てがあればということなんですが、

異議申し立てはあったんでしょうか、相手様からですね。これを伺います。

２点目について、非常に難しい問題です。先ほども昼食休憩のとき、いろんな高度な少

しお話をさせていただいて、清瀬市選出の議員ともお話しさせていただいたんですが、当

時清瀬市は清瀬市で独自で中間処理を行っていて、この柳泉園という組合ができたときに

加入というんですか。そのときの条件とか、こういうこともあったのかななんていうふう

に、そして清瀬市内の中でも、例えば清瀬市議会の中でしょうか。清瀬市内にあることで

すから、今後のこういう土地利用というんですか。これらについても御質問なりが過去に

あったやにも聞いていますけども、私は管理者会議なりで３市との事務連絡会議とかいろ

んな協議の中でしていくのが当然だと思います。

そこで、御答弁にありましたけども、私が以前質問した後、特に進んでいないというこ

とでございますけども、いずれはこれは解決しなければいけないと思います。森田助役か

らの御答弁にありましたように、場合によってはかなり莫大な調査費用がかかるかもしれ

ません。

こんな中で私は先ほど御提案いたしまして、施設整備基金というんですか。こういうも

のも私は柳泉園の財産ですから、当然清柳園の土地・建物も広義というんですかね、大き

く言えば施設と理解しているんですが、こういう施設整備基金あたりを利用してでもまず

調査なりをして、それから具体的に、それは数年、場合によっては５年、１０年かかるか

もしれませんが、必ずやこれをしっかりと土地利用にきちんとした形をとらなければいけ

ないと提案しているわけなんですが、その辺の御見解を伺います。

○資源推進課長（永井清） １点目の異議申し立てがあったかということなんですが、

きょう現在までにその確認はいただいておりません。まだ出ていない状況でございます。

ただ、２週間という期間がございますので、１２月１０日前後までは一応期間ということ
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になっております。

○助役（森田浩） 清柳園の関係です。調査の内容にもよりますが、一般的に建物の解体、

また土壌調査等を行う調査の費用につきましては、それほど莫大な基金云々という調査費

用はかからないのではないかと。私はまだはっきりわかりませんが、そう思っております。

ただ調査の結果、その後の土地利用を行うについても、どのような対応を図らなければ

いけないのかといろいろな対応が出てきた場合に、その辺を含めて土地利用ができる対応

をする。そこまで想定した中で財源を確保し、調査に入るというところまで考えた中で調

査に入らないと、調査したからそれで終わりですよというわけにはなかなかいかないので

はないかと。調査する限りにおいては、何らかの調査結果に基づいてそれの対応を図らな

ければいけないと。その対応を図るには、きちんとそれなりの財源確保も必要だというこ

とを思っています。

それと、基金を活用したらというお話もございますが、現状の柳泉園の運営を見た場合

に、現状では今のところ、この解体も非常に重要な大きな問題ですが、日々の柳泉園をい

かに安全に継続して運転していくかと。そのための各機器とかの整備ですね。それに回す、

基金として使わなければいけないのではないかと、その基金は使う必要が生じてくるので

はないかと思っておりまして、非常にそのところは悩ましいところでございます。

ただ、決してそこの清柳園の現在の状況が好ましい状況であるとは思っておりませんが、

なかなか財源的にも難しいのではないかと感じているのが現在の私の状況でございます。

○１番（小山慣一） これで終わりにしますけども、１点目の裁判については、事の成り

行きからいえば未払いというか、売り払い代金ですから、まさか負けることはないと思う

んですが、その後の行方を見守っていきたいと思います。

それから、２点目の財産管理の件ですけども、森田助役の今御答弁を聞いておりますと、

わからないわけではありません。このクリーンポートもできてからかなりの年月、それか

ら特殊プラントという性格上から、いろんな今後維持管理というんですか。修繕等も発生

するから約５億円ぐらいでしょうかね。こういうものを積み立てるというのも、もちろん

大事なことです。

しかしながら、この清柳園が仮に解体、かなり土壌が汚染されているとか、こういうこ

とも心配されるわけですが、やはり私はその以前に調査をしっかり行って、前段申し上げ

ました解体費用とか、仮に大きな土壌汚染とかがあった場合は莫大な費用がかかるかもし

れません。しかしながら、私は調査をしっかりして、適切に土地利用というんでしょうか。
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柳泉園の施設には変わらないわけですからしっかりして、それでやがて具体的に解体なり

しっかりとしたきちんとした土地に戻すというんですか。そういうことを近い将来行って

いくべきだと思います。

施設整備基金も、こういうものを予測というんですか。毎年毎年柳泉園で努力して、そ

して少しずつでもこのために積み立てていくというのかな。こういう努力は私はしていく

べきだと思います。決してこのままほうっておくという気持ちはないと思いますけども、

未来永劫このままというわけにはいきません。少なくともきちんとした目標を立てて、５

年、１０年とか、こういう形で私はしていくべきだと思います。当然専門家を交えた例え

ば調査とか、こういうものをしっかり見据えて予算化なりしていくべきだと思います。

森田助役の御答弁と私は違いますけども、この辺のニュアンスの違いがありますが、も

し私の考えに対してさらに御答弁があるようでしたらお伺いします。御答弁がないようで

したら、先ほどの御答弁でその先に行かないということでしたらやむを得ないんですが、

伺いたいと思います。

○管理者（野崎重弥） 清柳園の関係でございます。基本的には先ほど助役から御答弁申

し上げたとおりでございます。

正直申し上げまして、まだ管理者会議の中でも、この清柳園の今後について具体の議論

ということは、大変申しわけございません。まだしたことがございません。今後、大きな

課題の１つであることは間違いございませんし、私もあのままでいいとは思っておりませ

ん。ただ、そこに行き着くまでの議論の整理ということもあるでしょうし、それに伴いま

す付随事項というものも、財政面も含めてさまざまなことが生じるだろうと思います。そ

ういったことを、まず管理者会議の中で十二分な議論が必要だろう。その後、事務連絡協

議会の意見や議論をいただく場面になるかもしれません。そういったことも踏まえて、今

後管理者会議の中で議論はさせていただきたいと考えておるところでございます。

○４番（板垣洋子） ７ページの歳入のところですけれども、厚生施設について先ほどの

御説明で利用がだんだん減っているということでした。プールについては東村山市で閉鎖

したプールがあるので、これから利用が伸びるということでしたけれども、これは一時的

なものでして、やはりこの厚生施設について、何らかの対策なり利用者の声などを聞く必

要があるのではないかと思うんです。事務事業報告書を見ても、そのような事業がされて

いるように見受けなかったので、そのあたりをどう考えていらっしゃるのかが１点。

それから、ごみ処理費の不用額については、年々減っていることについてもやはり大き
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いものですので、そのあたりは今後どうしていくのかが２点。

それから、施設整備基金ですけど、４３ページのところには基金の平成２０年度末現在

高が４億９，３８３万４，０８８円となっています。８月の議会のときに、クリーンポートの

１号炉の整備補修でこの施設整備基金を取り崩したと思うんですけど、そのときに私は残

金を確認しているんです。ここの平成２０年度末の現在高からそのとき取り崩した

７，４００万円を引いても、そのときの御説明の数と合わないんですけれども、少しそのあ

たりを教えてください。

３点お願いします。

○施設管理課長（中村清） ただいまの議員の質問に対してお答え申し上げます。

入場者数が減になっているので、その対策は考えているのかということだと思うんです

けど、現在では従前から行っている対策のほか、例えば路線バスの車内放送におきまして、

西団地経由のバスですね。それから、滝山団地の入り口経由のバス、それがそれぞれ７路

線と５路線がございます。それに対する車内放送をかけております。そのほか、柳泉園グ

ランドパークの立て看板をバスの停留所のところに目印になるものとして設置してござい

ます。

そのほかはでは何をやっているかと。新たな対策は施してはおりませんが、施設従事者

におきまして、和みのある施設にしたいということを掲げておりまして、なるべく笑顔で

対応してください。何回も足が運べるようにしてほしいなということで、サービスをほど

よく適切に、住民に対しては快く喜んでいただける施設ということを掲げております。

○技術課長（大場俊美） ごみ処理費につきましては、ごみ手数料私車の減及び発電等に

ついても、ごみの減少により減ってきております。その中で、私どもも一応発電につきま

しては自動燃焼装置の調整・改良、それと運転の中でごみ数等の変化に対して調整を行い

ながら、一応発電等についてはなるべくふやす努力も行っております。

○総務課長（涌井敬太） 基金の件でございますが、今ほど御質問のあった件は、前回の

定例会での私の補足説明の中の金額が合わないということだと理解してよろしいですね。

前回もそう言われまして、そのとき確認をしましたら、私が口頭で言ったことが勘違いを

しておりました。基金残高に対して、本来は充当しましたので、それも引かなければいけ

なかったんですけども、その引いた残りの額をお話ししなければいけなかったところを、

引く前の額をお話ししたものですから、金額が合わなかったということで御理解いただき

たいと思うんですけども。前回の分ですね。
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○４番（板垣洋子） 厚生施設については、御努力はわかりましたので、実態を把握して、

今はもう市民のニーズを直接聞いて、その声になるべくこたえられるようにするというの

が通常のやり方かなとも思います。ぜひ現状の実態を把握されて、利用者がどんなところ

に課題を持っていると感じているのかというところを把握して、新たな対策の検討をお願

いしたいと思います。これは意見で終わります。

それから、先ほどの施設整備基金なんですけれども、ここの２０年度の末は４億

９，３８３万４，０８８円となっているんですけれども、その額と総務課長がおっしゃった４

億９，４３４万３，３５７円というのがまた別の数になるので、ここの決算の施設整備基金の

額は合っているのか。それと、前回のこの４億９，４３４万３，３５７円という金額は何の数

なのかが少しわからないので、御説明をお願いします。

○総務課長（涌井敬太） 大変申しわけございません。こちらに書かれているのが平成

２０年度末の基金残高でございます。前回のはもう２１年度に入っておりまして、その後、

当然基金の運用等をしておりますから、預金の利息とかそういったものは含まれてどんど

んふえております。ですから、すみません、今手元に資料がないものですから、明確な数

字はお答えが少しできないんですが、前回お話ししたのは２１年度の途中の金額でござい

ます。これはあくまでも２０年度末の金額ということで御理解いただきたいんですが。

○４番（板垣洋子） わかりました。ということは、この製本も既にされているんですけ

れども、ここの説明の中の数字は違うということで、何らかの形で訂正を、ここの中では

基金残高の金額でございますけれどもという形で、基金残額の金額を４億９，４３４万

３，３５７円と御説明されているので、その前も違うのかなと思って、前の議事録のところ

も見てもやはりそうなっているので、これは残ってしまっているので、何らかの形で修正

していただいたほうがいいのではないかと思うんですけれども。

○総務課長（涌井敬太） お話の件が、大変申しわけない。のみ込めないんですが、ここ

の決算書の４３ページに書かれております基金の金額は間違いございません。それで、先

ほど御質問のあった件は、前回の議会のときに、基金を充用して補修する際の契約議決の

ときだったと思いますが、契約議決の金額に対して、基金を充用した後の残りが幾らにな

りますよというお話をさせていただいたときの残りの金額について、その充用した分を差

し引くのを勘違いして、もともとの金額の数字を御説明させていただいたと理解しており

ます。前回もそういう御質問があったものですから、後で調べまして、間違いなく差し引

きするのを忘れていたということがございます。それはあくまでも２１年度の途中経過の
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金額でございます。こちらの今御指摘のあった決算書の４３ページの基金というのは２０

年度末ですから、ことしの３月３１日現在の数字でございます。そういうことですので、

この基金の金額については間違いはございません。

○２番（沢田孝康） 幾つか質問しますが、決算の意見書の中の表、記述のところで少し

質問したいと思います。

まず、２ページの第３表の財政構造分析で、公債費比率が３４．４％という比率になって

いまして、このパーセンテージがどうなのかなと。やはり少し比率としては高いのかなと

思うんですね。ですから、これは公債費比率をどのように、自主財源の確保というのが確

かに非常に重要になってくるのではないかなということで、この公債費をどのように比率

を下げていくのかという課題があると思うんですが、それについて今後の考え方がありま

したらお願いしたいと思います。

それと、１５ページの基金のところですね。先ほどと少し関連していますけども、この

職員退職給与基金が、平成２０年度中の減額が１億２，２９２万４，０００円で、基金残高が

３，６２２万７，８０４円になっているんですね。これは議員年金と同じようにどうなるんで

すかという、こういう質問です。これはこのままだと大変な状況になるだろうということ

ですね。これについてはどのような見解をお持ちか、対策があるのかということですね。

それと、１６ページの審査の所見のところなんですけど、一般状況についてというとこ

ろで、「ごみの焼却に伴う地球温暖化の要因であるＣＯ２ の発生量は平成１９年に比べ

１６７ｔ－ＣＯ２ （約２％）の削減となった」と書いてありますけども、御存じのように

政府、鳩山政権は２５％という大きなＣＯ２ の削減目標を掲げております。これは事業者

にとっても非常に大きな課題になってくるだろうと思いますけれども、このＣＯ２ の削減

についてはチーム・マイナス６％というのがそれまでの削減目標であった。政府としても

取り組んできたと思うんですね。それをもう２５％に修正しているわけで、本当に大変な

数字だなと私は思うんですけれども、柳泉園組合としてこのＣＯ２ の削減という部分につ

いて、今後どのように取り組んでいくのかということ。

例えば東京都は、小・中学校についてはこのＣＯ２ の削減効果も含めた壁面緑化とか校

庭を芝生化とかと、こういう環境に配慮した政策を打ち出しております。

柳泉園組合として、例えば屋上緑化とか、また壁面、そういった緑化、こういった事業

を今後、私は公共施設でもありますので取り組むべきだなと思うんですけども、このあた

りはいかが考えていらっしゃるのか。

５０



以上、３点についてお聞きしたいと思います。

○総務課長（涌井敬太） １点目の公債費比率の件でございます。決算書の５４ページを

ごらんいただきたいのですが、こちらに償還表というのが添付されてございます。その中

で５番と６番、いわゆるクリーンポートの建設のときに使いました起債なんですが、これ

が一番大きなものでして、平成２６年度いっぱいで償還が終了する。これが２つ合わせて

約８億円ございます。これがなくなればぐっと公債費比率が下がりますので、そこまでは

大変申しわけないですが、今の現状でそうさせていただくしかないと。歳入も、このとこ

ろ景気が非常に悪くて歳入が見込めない。また、せんだってもドバイで問題がありまして、

それも影響するのではないかなという先行き見通しが暗い中で、資源物の売り払い、それ

から電力の売り払いなども、今以上に見込むことは少し難しいのかな。ごみもどんどん

減ってきておりますので、ごみの歳入も難しい。そうすると、柳泉園組合の独自の財源と

して確保できる歳入というのは、そういった資源物・電力の売り払い、それからごみの手

数料と。こういったことしか今のところないものですから、大変申しわけないんですが、

少し難しいなと。あと約５年ですか。５年後、６年後にはこの部分はぐっと落ちていくと

いうことで御理解いただきたいと思います。

それから、退職給与基金の件でございますか、こちらにつきましては将来の退職者の、

定年退職につきましては人数がわかりますので、その年に応じて多い年、少ない年があり

ますものですから、毎年４，０００万円ずつ積み立てをさせていただいて、増減をしている

というのがこの退職基金でございます。ですから、将来的に積み上げていってということ

ではないんですね。１０年なり２０年なり先を見越して、そのときに一遍にたくさんマイ

ナスができて、関係市の負担金をたくさんいただくことのないように平準化して、退職金

が支出できるような積立金ということで基金を積んでいると御理解いただきたいと思いま

す。

○技術課長（大場俊美） 国の温暖化対策ということで、ＣＯ２ ２５％削減ということが

ございます。それに対して柳泉園組合ではどういう対応ということなんですけども、現在、

柳泉園組合では国へ温室効果ガス算定排出量ということで、毎年報告をさせていただいて

おります。その中で、一応削減計画等の国への報告はございません。しかし、東京都には、

平成１７年度から平成２１年度までの５カ年なんですけども、この間の削減計画を策定し

て毎年報告はしております。その中で来年、平成２２年４月より、指定地球温暖化対策事

業所という規定がございます。その中で柳泉園組合としては使用エネルギー、使っている
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エネルギーに対して、１，５００キロリットル以上の事業所に対しては、２２年４月より指

定地球温暖化対策事業所の指定となりまして、削減義務が課せられることになります。柳

泉園組合では、原油換算で１，５００キロリットルのエネルギー使用にはなっておりません

ので、来年４月よりの削減義務ですか、それには当たらないということでございます。

それとあと、柳泉園組合としての温暖化対策ということなんですが、現在も節電とか、

そういうことを地球温暖化対策委員会の中で実質行ってきております。それにつきまして

は、今後も引き続いて温暖化対策ということでの電気の使用料等につきましては削減する。

電球とか使用量で低いＬＥＤとかいろいろな機器がございます。その中でうちでは一応

４０ワット、蛍光灯を３８ワットとか、あとは高効率の電球等に徐々に変えまして、その

辺は削減計画を実施しているところです。この規定が１５００キロリットルということが

ございますので、引き続き柳泉園では現状の使用量を確認しながら、地球温暖化対策を考

えていく考えでおります。

○２番（沢田孝康） ありがとうございます。公債費についてはこの８億円がなくなれば

ということでありますよね。なくなるまで当然頑張っていただかなければいけないんです

けれども、途中で足りなくなりましたということになっては困りますものですからね。そ

のために涌井課長がおっしゃられたように、ごみ処理の手数料とか、そういった単価が上

がったり下がったりという変動がある中で、当然予算を組み立てていくのは非常に大変な

作業だとは思います。

原議員もおっしゃっていましたけど、例えばプールの関係とか、１３年たっていると

言っていますが、使用料で言いますと、このプールの使用料も結構高いです。収入として

は２，３００万円というこの額が毎年入ってくるわけで、減ってはいますけどもね。ですか

ら、減らない努力というか、これはあれです。例えばスイミングスクールみたいな、そう

いったプログラムとかはないんです、この柳泉園組合のプールは。ただ来てお金を払って、

みんな自由に入って帰るみたいな感じです。違いますか。そういったプログラムがあるん

ですか。（「柳泉園にはある」と呼ぶ者あり）そうですか。私が入ったころは何もなかっ

たんですけども、そういうのがあれば、そういったものを充実させたりとかして、やはり

人を呼び込む努力はしたほうがいいのではないかなと私は思います。

それと、退職の基金なんですが、この決算の意見書を見ますと、御答弁では退職の人数

がわかっているので、毎年４，０００万円ずつということになっていますけど、今回の場合

はたまたまでしょうかね。これは４，０００万円を積み立てて、１億２，２００万円が出て
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いっています。これは要は現在高が３，６００万円で、来年度というか今年度ですね。平成

２１年度にも４，０００万円を積み立てていて、プラスすれば７，０００、８，０００万円ぐら

いになりますよね。これでこういった平成２０年度みたいな、退職者がふえちゃったんで

す、これは。予定よりも退職の方が、中途で退職された方がいらっしゃったのでというこ

ともあると思うんですけれども、そういったイレギュラーがないとも限らないわけです。

そうすると、例えばことしは２人退職だからその額だけ積み立てればいいと思ったけれど

も、病欠とかさまざまな理由で退職される場合もありますからね。ですから、そのあたり

はこの計画が本当に適切なのかどうか。毎年４，０００万円で済むのかどうかということも

考えなければいけないのではないかなと私は思うんです。積み立てられる、可能なのかと

いう、財政がですね。それも当然リンクをしなければいけないんですけども、途中で補正

予算が出ましたという形になると、もし不足があればですね。そういう形になると思いま

すので、その財源をどこから持っていくのかということになるわけですので、そのあたり

はよく考えていただければと思います。

それと、ＣＯ２ についてですが、義務はないということですけども、これはもう現時点

でのこれまでの判断ですからね。これまでの経過ではそうなっていますけど、今の政権が

どう法律を変えてくるかわからないですからね。ですから、中国はこの前４０％という発

表をしましたけれども、２５％という数字はもうべらぼうに厳しい数字ですので、当然各

自治体、民間事業者を含めて、これはいろんな制約を設けてくるはずです。ですから、そ

ういうときに要は柳泉園としてどうするんですかということは、これはもう先々見て考え

なければいけないと私は思うんですね。いかに事業者として事業所として削減をしていく

かということを、やはりこれはよく考えていただきたいと思いますし、簡単なことでいえ

ば電灯をＬＥＤに変えたり、また、冷却管がありますけど、そういうのを変えたりとかと、

こういうことで消費電力は抑えられるとは思うんですけれども、それ以外の、当然工場の

さまざまな備品、大型備品も含めて、要は高エネルギーというか、高省力化の施設に変え

るということは、これは確かに非常に財源の歳出を生むものですから、なかなか急にはで

きないかもしれませんけど、それも将来のことを考えてこれからどうするのかということ

は、やはり組合としてはしっかり考えていかなければいけないだろうと私は思っているん

ですね。そのあたりはぜひ検討していただきたいと思います。

○管理者（野崎重弥） 議員御指摘をいただきましたように、野球場、プール、トレーニ

ング室、テニスコート等々の歳入はあるわけでございます。こういったものが大変大きな

５３



財源の１つになっている。もうこれは御指摘のとおりでございます。私どももこういった

収入の確保に向けて、今後とも努力はしていかなければいけないだろうと思います。

ただ、柳泉園の成り立ちを考えますと、柳泉園をここにつくるといったときに、当時の

田無の町長がその人の名前をもって指田プランと言っておりましたけれども、地域の皆さ

ん方に指田プランというものを示しています。それは、こういった迷惑施設をここにつく

らせてもらうかわりに、地域の還元施設としてこういうものを皆さん方に提供させていた

だきますよ、そういう案も同時に提示をしております。それが今の形と全くイコールでは

ありませんけれども、過去からの経緯を追ってきますと、私は基本的に沢田議員と同じ考

え方で、過去からの経緯も大切にはするけれども、やはり一定特定の方が受益を受ける、

例えばプールですとかテニスコートですとか野球場を使った場合には、一定の御負担もお

願いをする。これは私は基本だと思っておりますから、議員と基本的な考え方は変わりな

いわけです。ただ、過去からの経緯というものも、全くこれは無視するわけにはまいらな

いということで、大変難しい面はありますけれども、そういったことも踏まえながら適切

な利用料をいただける考え方、これは今後とも堅持はさせていただきたいと考えておりま

す。

○総務課長（涌井敬太） 退職給与基金の件でございます。御指摘ありがとうございます。

退職の予定が今年度は２名でございます。それから２２、２３、２４年度の３年につき

ましては、現在定年退職の予定はございませんので、その間に４，０００万円を３年間積み

ますと約１億２，０００万円あります。その後、２５年度から３名、翌年度が２名、翌々年

度が１名と、こう予定されておりますので、そういった先々のことを考慮いたしまして、

今４，０００万円ずつ積んでおけば何とかなるだろうというところで、この金額で積み立て

させていただいております。よろしくお願いいたします。

○８番（原まさ子） 決算の意見のところの１７ページですけれども、施設の維持管理と

いうところで、長期的な整備計画を立ててと書いてございます。私は長期的な整備計画は

持っているものと勝手に思っていたので、この記述は少し驚いたんですけれども、ここが

稼動してもう１３年ということだと思うんですが、違いますかね。（「竣工後８年」と呼

ぶ者あり）そうですか、すみません。

それで、何しろこういうものは当然きちんと早目早目に大事にメンテナンスをして、長

もちするように使うというのがこのごろの施設の使い方でございますので、今後どのよう

にそれをするのかということを御検討なさっていらっしゃると思うので、伺いたいと思い
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ます。

それから、この決算書の中の２８、２９ページにかかわるところですけれども、土地は

減価償却するということはないと思うんですけれども、建物については一定程度減価償却

すると考えているんだと思っていたんですけれども、すみません、前年度との比較なので

こういうことなのか、一番最初から、できたときから比べても、延々と同じ金額でその施

設の価値を見ておられるのかというところを教えていただきたいと思います。

○技術課長（大場俊美） 計画につきまして、今後ということなんですが、今回火格子と

かいろいろございまして、その後、火格子を全部交換すれば２億円で、耐火ですか、炉を

１炉当たり全部やれば２億円とか、そういうことでございました。一応もとの計画は１炉

当たりこのぐらいかかりますよとか、そういうことで計画してあるんですが、今後関係市

の経済状況等がございまして、支出等を考慮しまして、単年度に大きな支出がないように、

その部分は分散しまして、焼却炉に関しては全面とかそういうことではなくして、耐火れ

んがの部分とか個々の部分がございます。その中で部分的な補修ということで計画を１回

立て直しまして、今回、１０年まではいかないんですけども、６年前後の計画ということ

では考えております。

○総務課長（涌井敬太） 公有財産の表記のことでございます。２８ページからの件でよ

ろしいでしょうか。

○８番（原まさ子） はい。

○総務課長（涌井敬太） 現在こういった書き方をさせていただいておりまして、いわゆ

る減価償却という形の表現はまだ採用させていただいておりません。ですから、今の公有

財産の表記としてはそのまま、対前年度比のままということでこの表には使わせていただ

いております。よろしくお願いいたします。

○８番（原まさ子） そうすると、維持管理に係る部分の計画というのは、これから６年

分ぐらいをこの２１年度につくって、それに基づいて修繕などをしていくということの認

識でいいんでしょうか。すみません、のみ込みが悪くて申しわけないんですけれども、そ

こをもう一度聞かせていただきたいと思いますし、もちろん計画ができれば私どもに公表

してくださるということでいいんです。

建物も減価償却という考え方がないんでしたっけ。それはいかがなんですか。この修繕

にもかかわると思うんですけれども、コンクリートでつくっていても、経年でだんだんい

ろんなところが悪くなってくるとか、それから財産の価値というのも、通常の固定資産税
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みたいな考え方からすると、マンションなんかも最初は１００万円の価値があっても、次

は何年かたてば８０万円になりとかというふうになるわけで、今後は公有財産というのは

延々とできたときのままの価値とこれからも考えていくというものなんでございましょう

かね。

○管理者（野崎重弥） 計画的な整備計画をということでございます。基本的には先ほど

担当課長が御答弁申し上げたとおりでございますけれども、私どもは毎年議会の皆様方の

御議決をいただいて、３つある炉をそれぞれ定期点検を行わせていただいております。か

なりの金額を割いておるわけでございますけれども、これは法定の点検とは別に、柳泉園

として安定的に安全に焼却をしていくということを基本に据えながら、毎年定期点検をさ

せていただいておるわけでございます。そういった中で、今後大規模な修繕が必要になる

という箇所は、この毎年の定期点検でおおむねつかむことができます。そういった中で今

年度、１号炉の可動床、火格子のチタンの部分、ここで見ていただいたあれを全面交換さ

せていただいたわけでございますけれども、今後ああいったことも、何年後にはほかの２

つの炉でも必要になってくるだろうと思いますし、炉の中に入っていただくとわかるんで

すけれども、炉の中も多少傷んできているのも事実でございます。そういった中では、定

期点検を行う中で今後大規模な改修、そういったものが必要になる場合は、また議会の皆

様方の御議決をいただきながら、対応をさせていただきたいと思っておるところでござい

ます。

また例えば、これもことし定期点検をさせていただきましたけれども、焼却灰を動かす

クレーンにつきましても、私も今回の定期点検で現地を見ましたけれども、やはり竣工後、

毎日使って８年たつわけでございます。場所的にも温度ですとか灰を冷やすために上から

水をかけますので、湿気等も大変厳しい状況にある中では、クレーン等もやはり劣化はか

なりあるわけでございます。そういった中で、今後の整備計画は当然必要になる、大規模

整備というものも想定はできます。ただ、ではかかるから各市の構成市負担をお願いしま

す、幾ら幾らかかりますということだけでは、私は柳泉園の役割は済まないだろうと。そ

ういった中でも、いかにかける費用を少なく効率的に計画的に行っていくのか。そういっ

たことも担当は念頭に置いているようでございます。そういったことも含めまして、今後

とも計画的な点検整備に当たっていきたいと思っております。

それと、原議員から２８ページのところの償却という基本的な考え方をとらないのかと

いうことでございますけれども、端的に申し上げまして、一般のそういう建物と公共施設
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は全く違った視点で考えております。それは、やはりこの躯体にいたしましても中の施設

にいたしましても、民間会社がやれば償却資産として申請をして税金を払う。建物につい

てもそうでございますけれども、そういった考え方に立っておりません。そういった意味

では価値が変わらないのかということで、変わらないという御答弁をしていいのか、年数

がたてば価値は落ちるといっていいのか、少し言葉を選んでしまうんですけれども、そう

いった視点ではなくて、構成３市の行うべき事務事業を私どもは受託といいましょうか、

受けておるわけでございますから、その事務を執行していく拠点として、その事務が可能

な整備はしていかなければなりませんし、そういう視点でとらえていただければと思って

おります。

○８番（原まさ子） この長期計画ということと減価償却の考え方というのは、私はすご

いリンクしているものだと思っていまして、新品だったころから比べれば、いろんなとこ

ろにふぐあいが出てきて改修をしていくということ。ここの運営が各市の分担金で成り

立っているわけですから、急遽必要になれば、こういうことの事態になったので、皆さん

今まで分担金でこういうふうにいただいておりましたけれども、来年度はプラスアルファ

でいただかないと困りますよという出し方もあろうかとは思うんです。変ですけれども、

整備に関する基金みたいなものを少し持っておいて、そういうものから急にどこかがぐあ

いが悪くなったというときには、本来であれば出していくというものではないかというイ

メージが私の中にはありまして、そうであれば当然長期の計画というものがあるべきだろ

うし、それから公有財産に減価償却という考え方がなじまないのかもしれませんけれども、

やはり老朽化していくということについては、何らかの考え方としては持っておくという

ことが重要な時代ではないかと思ったものですから、このような質問をいたしました。特

に私がそのように思っていることなので、何か御見解とかがあれば伺いますけども、意見

で終わらせていただくということも可能ですが。

○管理者（野崎重弥） 御指摘をいただきましたように、先般バグフィルターの全面交換

をさせていただきました。その財源も施設整備基金を充当させていただいて、各市の負担

金にはね返らない対応をさせていただいたところでございますし、そのための施設整備基

金でございますから、基金の目的を逸しない中で、なるべく効率的にこの基金は使用とい

うか、使わせていただければなと思っておるところでございます。

○５番（保谷清子） ５４ページの償還表のことで伺いたいと思います。公債費の比率が

大変高いというのも私はびっくりいたしましたが、これを低く下げていくことが大事では
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ないかと思うところです。

そこで、この償還表を見ますと、利率が３．６５％とか３％とか、これはもう償還してい

ますけれど、あと２％などがありますし、実際こうやって見ますと政府債で０．７％とか、

あと都振興基金で０．５％とか利率があるわけなんです。これを借りかえをするとか利子を

低くしていくということは大変大事ではないかと思うんですけれど、その点についてはい

かが検討していらっしゃいますでしょうか。

○総務課長（涌井敬太） 起債の利子でございますが、今、４番以降は２％以下でござい

ます。それで、これを返すとなると、一括償還をして借りかえをするという形になります。

政府債は、５％を超えているものにつきましては借りかえはできますと。その際は、当然

利息分は面倒を見ますということになるわけですが、５％未満のものにつきましては、利

息分はある程度保証としてくださいというふうに、保証金として取られてしまいます。な

おかつもし仮に新たに借りられたとしても、今一番ごみ処理施設関係は、安い特別利率と

しましては１．５％でございます。ほとんど差がないんですね。ですから、２％のものを仮

に一括で返して、また１．５％を借りましても、その差の０．５％以上にこの２％分の利息を

取られてしまいますから、借りかえをするよりも、このまま返していたほうが利息分が安

いという結果になってしまいますので、このまま借りかえをせずに償還をしていきたいと

考えております。

○５番（保谷清子） 説明いただきまして、そういうことなのかと思いましたけれど、ま

た御検討いただいて、大変２％というと利率が高いですし、１．５％でかえって高くなると

いうのが御説明ありましたけれど、実際よくわかりませんので何とも言えませんが、ぜひ

この利子が２０年度も１億３，３００万円です。大変な利子ですので、御検討していただき

たいと要望して終わります。

○６番（鈴木久幸） 私は西東京市議会から２月かな、出てきまして、柳泉園の経費等、

事業をいろいろ勉強させていただいてきております。この間の柳泉園の年々の実施収入が

減ってきているということも事実として理解をしているところでございますけれども、各

市のごみの経費というのは市の収集経費であり、ここの中間処理施設の柳泉園の負担金で

あったり使用料、手数料の件であったり、それから最終処分場の経費であったりとかとい

うことで、この柳泉園の経費というのはなかなか見にくい。一括でここでやっていますか

ら、負担金として出ちゃっていますから、市としては事業がどうなっているのかというの

は理解はしにくいということなんですね。
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それで、この間も西東京市の市議会で、ごみの経費ということでいろいろ考えさせてい

ただいたんですけれども、各市は年々ごみ収集が減っている。西東京市の場合には有料化

をして、なおまた柳泉園に搬入するごみの数が減っているということで今理解していると

ころなんですが、そうすると柳泉園の収入というのは、各市が持ってくるごみの搬入のも

のであるとか、さっき言った私が持ってくる部分であるとか、物を売ったりしたものが実

収入としてなるんですが、それが年々減ってきているということになると、柳泉園のかか

る経費というのはそんなに大きく差はないだろうと。全炉を動かしている間は一定の経費

がかかる。それが、ごみが多かろうと少なかろうと一定の経費はかかるということですと、

実収入が減ってくると、ではどこに負担金、お金を求めるのかというと、各市の負担金に

はね返ってくるんだろうということだと思うんです。

それで、そう理解していますものですから、今年度、２０年度の経費を見ても実収入が

下がっています。２１年度も下がるでしょう。２２年度も下がるでしょうと、こういう話

だろうと思うんですね。そうすると、今年度の決算報告から見るこれからの負担金の推移

というのを組合で見ているのか。

先ほど原議員もおっしゃっていましたけども、足りなければどうしたってどう頑張っ

たって何億円も実収入が起こり得ないわけで、やはり柳泉園を守っていくために、適切に

運営していくためには、それなりの各市の構成市の負担金が当然はね返っていくんだろう

と理解はしています。各市のこれからの負担金のあり方は、いろいろな複雑な計算方法が

あるんでしょうけども、推移を持っていらっしゃるのか。３年から５年の間に、今の経済

状況でいくとこうなっていくのではないかというものを持っていらっしゃるのか。各市に

それを示しながら、経費節減に努めていらっしゃるのかということの、その具体的な部分

に負担金のあり方については持っていらっしゃるのかどうか、１点お聞きしたいと思いま

す。

○管理者（野崎重弥） 鈴木議員おっしゃいますように、柳泉園は特定目的を持って設立

された特別地方公共団体でございます。廃掃法上は、収集運搬、処理・処分はそれぞれの

地方公共団体の責務になっておるわけでございますけれども、収集運搬までは構成３市が

行う。処理は私ども柳泉園で行う。処分は広域資源循環組合でその焼却残渣を処分してい

る。こういったすみ分けというと語弊があるかもしれませんけれども、それぞれの役割分

担になっております。

そういった中で、私どもはこの決算書にございますように、約３５億３，０００万円が歳
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入で、公債費が約１１億円あるわけでございます。これは先ほども総務課長が御答弁申し

上げましたように、このクリーンポートを設立、新炉を建設いたしましたときの公債費で

ございますから、これはどうしてもこの中で支払っていかなければならない。そういった

意味では、先ほどから各議員から御指摘をいただいておりますように、ここの公債費が償

還が終わっていかない限り落ちない。ですから、公債費比率はなかなか落ちてこない。こ

れはもう御指摘のとおりでございますし、いかんともしがたい事実でございます。しから

ば、どういったところを私どもは各市の負担金を抑える努力をしていくかということであ

れば、これも先ほどから御質疑をいただいておりますけれども、効率的で無駄のない組合

そのものの運営ということを考えていかなければなりません。そういった意味では、職員

数の総体をどうしていくのか。なおかつそういったものの仕事の中で、公務員としての職

員が担うべき仕事は何なのか。民間の皆さんにお任せをしてもいい部分はどこにあるのか

ということも、組合の経営という視点の中では考えていかなければいけないだろうと思っ

ております。

また、確かに経常的な事務が多いですから、ごみの量にかかわらず、かかる金額という

ものは一定推測はできるわけでございます。そういったものが、ではそれぞれの構成市の

ごみの減量に対する努力がどういうところにあらわれてくるのか。これは正直申し上げま

して、なかなか見えにくい部分でもございます。ごみの減量によって、それぞれの市の負

担金が、冒頭おわびを申し上げました形の計算式の中で決まっていく。そういう事実も現

実問題としてあるわけでございます。とりわけ西東京市はごみの有料化を導入されて、か

なりのごみの減量が進んでいるわけでございます。ですから、ここのところ負担金が目に

見える形で減ってきている。では、構成３市は、東久留米市はまだ有料化を導入いたして

おりませんけれども、そういった形の中で、３市がまた全体のごみの量が減ってきてくれ

ば土俵がイコールになってしまいますから、その形の中で減っていくのかという問題も出

てまいります。それらが本当に難しい課題ではあるわけでございますけれども、私どもは

一義的に構成市の皆さん方の御負担によって成り立っている組合であるということと、そ

れと同時にそれぞれの構成市の皆さんにかわって、焼却という仕事をさせていただいてい

る。それも安定的に安全に焼却を行っていく。それを一義的な責任として、今後とも十二

分その責任が全うできるよう、そして構成市の皆様方に御理解をいただける負担金である

べく、今後とも努力は続けさせていただきたいと考えております。

○６番（鈴木久幸） ありがとうございました。そうすると、先ほどの説明ですと、５年
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後に大きな借金がなくなるということですので、公債費の比率が下がりますよと。そうい

うことで説明がありました。借金がなくなれば、その時点で多少負担金も減るのかなとい

う期待をする一方、そうすると施設もだんだん古くなってくる。そうするとまた、点検、

維持費にもそれが多少はね返ってくるという、機械物ですから、どうしてもそれは避けて

通れない。だけどもそれは必要なので、やはりその辺のところは先ほどの原議員も言った

ように、長期計画なりいろんな形での柳泉園が健全に安心して運営できるように、これか

らも頑張っていただきたいという意見を添えて、質問を終わります。

○議長（森田正英） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） それでは、以上をもちまして、議案第１６号、平成２０年度柳泉園

組合一般会計歳入歳出決算認定の質疑を終結いたします。

これより、議案第１６号、平成２０年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定に対する

討論をお受けいたします。

討論がある場合は、まず原案に反対の方の討論をお受けいたしますが、反対討論はござ

いますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） それでは次に、原案に賛成の方の討論をお受けいたします。賛成討

論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森田正英） それでは、以上を持ちまして討論を終結いたします。

これより、議案第１６号、平成２０年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定を採決い

たします。

原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（森田正英） 挙手全員であります。よって、議案第１６号、平成２０年度柳泉園

組合一般会計歳入歳出決算認定は原案のとおり認定されました。

以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。

これにて平成２１年第４回柳泉園組合議会定例会を閉会といたします。

午後 ２時５６分 閉会
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